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枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格の一部を改正する件 新旧対照表

○枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格（昭和49年7月8日農林省告示第600号） （傍線部分は改正部分）

改正後 改正前

日本農林規格 JAS
0600-1：2020

枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材－第 1 部：一般要求事項 枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格

Structural Lumber and FingerJointed Structural Lumber for Wood Frame Construction － Part 1:
General Requirements

1 適用範囲 （適用の範囲）

この規格は，枠組壁工法建築物の構造耐力上主要な部分に使用する材面に調整を施した針葉樹の木 第１条 この規格は、枠組壁工法建築物の構造耐力上主要な部分に使用する材面に調整を施した針葉

材（以下“枠組壁工法構造用製材”という。）及びこれをフィンガージョイントによって長さ方向に 樹の一般材（以下「枠組壁工法構造用製材」という。）及びこれをフィンガージョイントによって

接着した木材（乾燥材に限る。以下“枠組壁工法構造用たて継ぎ材”という。）に適用する。 長さ方向に接着した一般材（乾燥材に限る。以下「枠組壁工法構造用たて継ぎ材」という。）に適

用する。

2 引用規格 （新設）

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求

事項を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS K 1570 木材保存剤

3 用語及び定義 （定義）

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 第２条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとお

りとする。

用 語 定 義

3.1 甲 種 枠 組 材 枠組壁工法構造用製材のうち、目視により品質を区分したもので、主

甲種枠組材 として高い曲げ性能を必要とする部分に使用するもの（ＭＳＲ枠組材

枠組壁工法構造用製材のうち，目視によって品質を区分したもので，主として高い曲げ性能を必要 を除く。）をいう。

とする部分に使用するもの。ただし，MSR 枠組材(3.3)を除く。

3.2 乙 種 枠 組 材 枠組壁工法構造用製材のうち、目視により品質を区分したもので、甲

乙種枠組材 種枠組材以外のもの（ＭＳＲ枠組材を除く。）をいう。

枠組壁工法構造用製材のうち，目視によって品質を区分したもので，甲種枠組材(3.1)以外のもの。

ただし，MSR 枠組材(3.3)を除く。

3.3 Ｍ Ｓ Ｒ 枠 組 材 枠組壁工法構造用製材のうち、等級区分機により測定された曲げヤン

MSR 枠組材 グ係数が基準に適合し、かつ、曲げヤング係数に対応した曲げ強さ又
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枠組壁工法構造用製材のうち，MSR 区分(3.10)によって品質を区分したもの。 は引張り強さが基準に適合していることを定期的に確認することを前

提に、等級区分機を用いて長さ方向に移動させながら連続して曲げヤ

ング係数を測定して品質を区分（以下「ＭＳＲ区分」という。）したも

のをいう。

3.4 たて枠用たて継ぎ材 枠組壁工法構造用たて継ぎ材のうち、目視により品質を区分したもの

たて枠用たて継ぎ材 で、枠組壁工法建築物のたて枠に使用するもの（ＭＳＲたて継ぎ材を

枠組壁工法構造用たて継ぎ材のうち，目視によって品質を区分したもので，枠組壁工法建築物のた 除く。）をいう。

て枠に使用するもの。ただし，MSR 枠組材(3.3)を除く。

3.5 甲 種 た て 継 ぎ 材 枠組壁工法構造用たて継ぎ材のうち、目視により品質を区分したもの

甲種たて継ぎ材 で、主として高い曲げ性能を必要とする部分に使用するもの（ＭＳＲ

枠組壁工法構造用たて継ぎ材のうち，目視によって品質を区分したもので，主として高い曲げ性能 たて継ぎ材を除く。）をいう。

を必要とする部分に使用するもの。ただし，MSR 枠組材(3.3)を除く。

3.6 乙 種 た て 継 ぎ 材 枠組壁工法構造用たて継ぎ材のうち、目視により品質を区分したもの

乙種たて継ぎ材 で、たて枠用たて継ぎ材及び甲種たて継ぎ材以外のもの（ＭＳＲたて

枠組壁工法構造用たて継ぎ材のうち，目視によって品質を区分したもので，たて枠用たて継ぎ材 継ぎ材を除く。）をいう。

(3.4)及び甲種たて継ぎ材(3.5)以外のもの。ただし，MSR 枠組材(3.3)を除く。

3.7 Ｍ Ｓ Ｒ た て 継 ぎ 材 枠組壁工法構造用たて継ぎ材のうち、ＭＳＲ枠組材をたて継ぎしたも

MSR たて継ぎ材 のをいう。

枠組壁工法構造用たて継ぎ材のうち，MSR 枠組材(3.3)をたて継ぎしたもの。

3.8 未 乾 燥 材 含水率が１９％を超えるものをいう。

未乾燥材

含水率が 19 %を超えるもの。

3.9 乾 燥 材 含水率が１９％以下のものをいう。

乾燥材

含水率が 19 %以下のもの。

3.10 （新設）

MSR 区分

等級区分機(3.11)によって測定された曲げヤング係数が基準に適合し，かつ，曲げヤング係数に対

応した曲げ強さ又は引張り強さが基準に適合していることを定期的に確認することを前提に，等級区

分機(3.11)を用いて長さ方向に移動させながら連続して曲げヤング係数を測定して品質を区分するこ

と。

3.11 等級区分機 ＭＳＲ枠組材の曲げヤング係数を連続的に測定するために用いる装置

等級区分機 をいう。

MSR 枠組材(3.3)の曲げヤング係数を連続的に測定するために用いる装置。

3.12 （新設）

材縁部

幅方向のりょう線からの距離が，各寸法型式又は各等級における材縁部の節の数値の 1/6以下の部

分。
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3.13 （新設）

不健全な節

腐れ節(3.14)，抜け節(3.15)，入り皮を伴う節(3.16)，割れを伴う節(3.17)及びそれらと同程度のも

のと判断される節。

3.14 （新設）

腐れ節

腐れを伴っている節。ただし，初期の腐れ を含む以外は，堅い断面を有する節を除く。1)

注 変色等によって腐れの状態となっているが，周囲の材の堅さと同じ程度のものをいう。1)

3.15 （新設）

抜け節

節の一部又は全部が抜け落ちて穴状になった節及び抜けるおそれがある節 。ただし，節が抜け落2)

ちて相対面又は隣接面まで貫通しているものは，その部分は穴として判定する。

注 圧力を加えると動くような状態の節をいう。2)

3.16 （新設）

入り皮を伴う節

節に伴う入り皮が節の両面とも節の外周全部を取り囲んでいる節であって，手で力を加えると動く

ような状態にあり，抜けるおそれがあるもの。

3.17 （新設）

割れを伴う節

節が相対面に貫通し，節の中の割れが節の両面とも節の全体に及んでおり，これが節の片面から他

の片面にかけて連続した状態で明らかに貫通している節。ただし，割れが両面とも節の範囲を超えて

いれば貫通した割れとみなし，片面のみ節の範囲を超えていればその材面の割れをその他の割れとみ

なす。

3.18 （新設）

程度の軽い腐れ

腐れ部分が柔らかくなっていないもの。

3.19 （新設）

程度の重い腐れ

腐れ部分が柔らかくなっているもの。

3.20 （新設）

保存処理

木材に防虫性能又は防腐性能及び防蟻性能を付与すること。

3.21 （新設）

心材の耐久性区分

心材の耐久性によって樹種を区分すること。

4 品質

4.1 寸法型式及び規定寸法 （寸法型式及び規定寸法）
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寸法型式及び規定寸法は，表 1 のとおりとする。 第３条 この規格における枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の寸法型式は、表

１の左欄に掲げるとおりとし、その規定寸法はそれぞれ同表の右欄（枠組壁工法構造用たて継ぎ材

にあっては、乾燥材の規定寸法の欄）に掲げるとおりとする。

表 1 －寸法型式及び規定寸法 表１ 寸法型式及び規定寸法 （単位 mm）
単位 mm

寸法型式 規定寸法 寸法型式 未乾燥材の規定寸法 乾燥材の規定寸法

未乾燥材 乾燥材a)

厚さ 幅 厚さ 幅 厚さ 幅 厚さ 幅

104 20 90 19 89 １０４ ２０ ９０ １９ ８９

106 20 143 19 140 １０６ ２０ １４３ １９ １４０

203 40 65 38 64 ２０３ ４０ ６５ ３８ ６４

204 40 90 38 89 ２０４ ４０ ９０ ３８ ８９

205 40 117 38 114 ２０５ ４０ １１７ ３８ １１４

206 40 143 38 140 ２０６ ４０ １４３ ３８ １４０

208 40 190 38 184 ２０８ ４０ １９０ ３８ １８４

210 40 241 38 235 ２１０ ４０ ２４１ ３８ ２３５

212 40 292 38 286 ２１２ ４０ ２９２ ３８ ２８６

304 65 90 64 89 ３０４ ６５ ８９ ６４ ８９

306 65 143 64 140 ３０６ ６５ １４３ ６４ １４０

404 90 90 89 89 ４０４ ９０ ９０ ８９ ８９

405 90 117 89 114 （新設）

406 90 143 89 140 ４０６ ９０ １４３ ８９ １４０

408 90 190 89 184 ４０８ ９０ １９０ ８９ １８４

注 寸法型式 204を 2枚合わせにした寸法の“204Wa)

”も乾燥材に含むものとする。その場合の規定寸

法は，“厚さ 76 mm，幅 89 mm”とする。

4.2 甲種枠組材の規格 （甲種枠組材の規格）

甲種枠組材は，次の基準に適合しなければならない。 第４条 甲種枠組材の規格は、次のとおりとする。

区 分 基 準

特 級 １ 級 ２ 級 ３ 級

品

質

4.2.1 寸法型式

寸法型式が，104，106，203，204，205，206，208，210，212，304，306，404，405，406，408又
は 204Wでなければならない。

4.2.2 寸法
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表示された寸法と JAS 0600-2 の 5.1 寸法の測定試験の結果の差が表 2 に掲げる数値以下でなけれ

ばならない。

表 2 －寸法の許容差

単位 mm
区分 表示された寸法と測定した寸法の差

厚さ及び幅 ±1.5
長さ +制限なし -0

4.2.3 含水率（乾燥材に限る。） 含水率（乾燥材に 別記の３の(1)の含水率試験を行い、同一試料から採取した試験片の含

JAS 0600-2 の 5.2 含水率試験の結果，同一試料から採取した試験片の含水率の平均値が 19 %以下 限る。） 水率の平均値が19％以下であること。

でなければならない。ただし，“D15”と表示するものにあっては，試験片の含水率の平均値が 15 %
以下でなければならない。

4.2.4 材面の品質

表 3 の基準に適合しなければならない。

表 3 －材面の品質の基準

区分 等級

特級 1級 2級 3級
節又は穴 a) 節の径が附属書 B 表 B.1 の節に掲げる数値以下であること。 節 又 は 穴 １ 節の径が別表第１の(1)の各区分の節に掲げる数値以下であるこ

b) 材面において，長さ 15 cmの範囲内にある節又は穴の径の合計が，附属書 B と。

表 B.1 の節に掲げる数値の 2倍以下であること。ただし，節又は穴の全てが ２ 材面において、長さ15cmの範囲内にある節又は穴の径の合計が別

中央部に存する場合にあっては，同表の節の中央部に掲げる数値の 2倍以下， 表第１の(1)の各区分の節に掲げる数値の２倍以下であること。ただ

節又は穴の全て又は一部が材縁部に存する場合にあっては，同表の節の材縁 し、節又は穴の全てが中央部に存する場合にあっては同表の各区分の

部に掲げる数値の 2倍以下であること。 節の中央部に掲げる数値の２倍以下、節又は穴の全て又は一部が材縁

c) 材面において，特級にあっては長さ 120 cm，1級にあっては長さ 90 cm，2級 部に存する場合にあっては同表の各区分の節の材縁部に掲げる数値の

にあっては長さ 60 cm，3級にあっては長さ 30 cmの範囲内にある穴の径の合 ２倍以下であること。

計が，附属書 B 表 B.1 の各区分の穴に掲げる数値以下であること。 ３ 材面において、特級にあっては長さ120cm、１級にあっては長さ90

cm、２級にあっては長さ60cm、３級にあっては長さ30cmの範囲内にあ

る穴の径の合計が別表第１の(1)の各区分の穴に掲げる数値以下であ

ること。

腐れ ないこと。 同左 程度の重い腐れが 程度の重い腐れの 腐 れ ないこと。 同左 程度の重い腐れ 程度の重い腐

なく，かつ，程度 面積が 10 %以下で （腐れ部分が軟 れの面積が10

の軽い腐れの面積 あり，かつ，程度 らかくなってい ％

が当該腐れの存す の軽い腐れの面積 るものをいう。 以下であり、

る材面の面積の 10 が当該腐れの存す 以下同じ。）がな かつ、程度の

%以下であること。 る材面の面積の 30 く、かつ、程度 軽い腐れの面

%以下であること。 の軽い腐れ（腐 積が当該腐れ

れ部分が軟らか の存する材面
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くなっていない の面積の30％

ものをいう。以 以下であるこ

下同じ。）の面積 と。

が当該腐れの存

する材面の面積

の10％以下であ

ること。

変色 a) 堅固な心材部 堅固な心材部以外 同左 － 変 色 １ 堅固な心材 堅固な心材部以 同左 －

以外の心材部 の心材部にないこ 部以外の心材 外の心材部にな

にないこと。 と。 部にないこと。 いこと。

b) 堅固な心材部 ２ 堅固な心材

にある変色し 部にある変色

ている部分の している部分

面積が材面の の面積が材面

面積の 10 %以 の面積の10％

下であること。 以下であるこ

と。

丸身 厚丸身及び幅丸身 同左 厚丸身及び幅丸身 厚丸身及び幅丸身 丸 身 厚丸身及び幅丸 同左 厚丸身及び幅丸 厚丸身及び幅

が 1/4以下である が 1/3以下である が 1/2以下である 身が１／４以下 身が１／３以下 丸身が１／２

こと。ただし，1 こと。ただし，1 こと。ただし，1 であること。た であること。た 以下であるこ

荷口のうち，材の 荷口のうち，材の 荷口のうち，材の だし、１荷口の だし、１荷口の と。ただし、

長さの 1/4以下に 長さの 1/4以下に 長さの 1/4以下に うち、材の長さ うち、材の長さ １荷口のうち、

おいて，厚丸身が おいて，厚丸身が おいて，厚丸身が の１／４以下に の１／４以下に 材の長さの１

1/2以下及び幅丸 2/3以下及び幅丸 7/8以下及び幅丸 おいて、厚丸身 おいて、厚丸身 ／４以下にお

身が 1/3以下であ 身が 1/2以下であ 身が 3/4以下であ が１／２以下及 が２／３以下及 いて、厚丸身

るものが含まれる るものが含まれる るものが含まれる び幅丸身が１／ び幅丸身が１／ が７／８以下

場合には，当該荷 場合には，当該荷 場合には，当該荷 ３以下であるも ２以下であるも 及び幅丸身が

口の 5 %以下であ 口の 5 %以下であ 口の 5 %以下であ のが含まれる場 のが含まれる場 ３／４以下で

ること。 ること。 ること。 合には、当該荷 合には、当該荷 あるものが含

口の５％以下で 口の５％以下で まれる場合に

あること。 あること。 は、当該荷口

の５％以下で

あること。

割 貫 木口 長さが当該材の幅 同左 長さが当該材の幅 長さが当該材の幅 割 貫 木口面に 長さが当該材の 同左 長さが当該材の 長さが当該材

れ 通 面に 以下であること。 の 1.5倍以下であ の 2倍以下である れ 通 おけるも 幅以下であるこ 幅の１．５倍以 の幅の２倍以

割 おけ この場合におい ること。この場合 こと。 割 の と。この場合に 下であること。 下であること。

れ るも て，割れの深さが において，割れの れ おいて、割れの この場合におい

の 当該材の厚さの 深さが当該材の厚 深さが当該材の て、割れの深さ
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1/2（乾燥材にあっ さの 1/2（乾燥材 厚さの１／２（乾 が当該材の厚さ

ては，3/4）を超え にあっては，3/4） 燥材にあっては、 の１／２（乾燥

るものは，貫通割 を超えるものは， ３／４）を超え 材にあっては、

れとみなす。 貫通割れとみな るものは、貫通 ３／４）を超え

す。 割れとみなす。 るものは、貫通

割れとみなす。

木口 ないこと。 同左 長さの合計が 60 長さの合計が当該 木口面以 ないこと。 同左 長さの合計が60c 長さの合計が

面以 cm以下であるこ 材の長さの 1/3以 外の材面 m以下であるこ 当該材の長さ

外の と。 下であること。 における と。 の１／３以下

材面 もの であること。

にお

ける

もの

その他の 長さの合計が 60 同左 長さの合計が 90 － その他の割れ 長さの合計が60c 同左 長さの合計が90c －

割れ cm（乾燥材にあっ cm（乾燥材にあっ m（乾燥材にあっ m（乾燥材にあっ

ては，90 cm）以 ては，135 cm）以 ては、90cm）以 ては、135cm）以

下であること。 下又は当該材の長 下であること。 下又は当該材の

さの 1/4（乾燥材 長さの１／４（乾

にあっては，3/8） 燥材にあっては、

以下であること。 ３／８）以下で

あること。

加 逆目ぼれ 深さが 3.0 mmを 同左 深さが 3.0 mmを 同左 加 逆 目 ぼ れ 深さが３．０ｍ 同左 深さが３．０ｍ 同左

工 超え 4.0 mm以下 超える部分の面積 工 ｍを超え４．０ ｍを超える部分

上 の部分の面積が が，各材面の面積 上 ｍｍ以下の部分 の面積が、各材

の 100 cm2 以下であ の 30 %以下である の の面積が１００ 面の面積の３０

欠 り，かつ，深さが こと。 欠 ｃｍ２以下であ ％以下であるこ

点 3.0 mm以下の部分 点 り、かつ、深さ と。

の面積が各材面の が３．０ｍｍ以

面積の 20 %以下で 下の部分の面積

あること。 が各材面の面積

の２０％以下で

あること。

毛羽立ち 高さが 3.0 mmを 同左 高さが 3.0 mmを 同左 毛 羽 立 ち 高さが３．０ｍ 同左 高さが３．０ｍ 同左

超える部分の面積 超える部分の面積 ｍを超える部分 ｍを超える部分

が 100 cm2 以下で が，各材面の面積 の面積が１００ の面積が、各材

あり，かつ，高さ の 30 %以下である ｃｍ２以下であ 面の面積の３０

が 3.0 mm以下の こと。 り、かつ、高さ ％以下であるこ

部分の面積が各材 が３．０ｍｍ以 と。
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面の面積の 20 %以 下の部分の面積

下であること。 が各材面の面積

の２０％以下で

あること。

目違い 高さが 1.5 mmを 同左 高さが 1.5 mmを 同左 目 違 い 高さが１．５ｍ 同左 高さが１．５ｍ 同左

超える部分の面積 超える部分の面積 ｍを超える部分 ｍを超える部分

が 100 cm2 以下で が，各材面の面積 の面積が１００ の面積が、各材

あり，かつ，高さ の 30 %以下である ｃｍ２以下であ 面の面積の３０

が 1.5 mm以下の こと。 り、かつ、高さ ％以下であるこ

部分の面積が各材 が１．５ｍｍ以 と。

面の面積の 20 %以 下の部分の面積

下であること。 が各材面の面積

の２０％以下で

あること。

目離れ 長さが 30 mm以下 同左 長さが 30 mmを超 同左 目 離 れ 長さが30mm以下 同左 長さが３０ｍｍ 同左

であって，材の長 えるもので利用上 であって、材の を超えるもので

さ 1 m（端数があ 支障のないもの 長さ１ｍ（端数 利用上支障のな

る場合には，これ が，材の長さ 1 m がある場合には、 いものが、材の

を切り上げる。） （端数がある場合 これを切り上げ 長さ１ｍ（端数

につき 2個以下で には，これを切り る。）につき２個 がある場合には、

あること。 上げる。）につき 3 以下であること。 これを切り上げ

個以下であるこ る。）につき３個

と。 以下であること。

はな落ち 深さが 1.5 mm以 同左 深さが 3.0 mm以 同左 は な 落 ち 深さが１．５ｍ 同左 深さが３．０ｍ 同左

下であること。 下であること。 ｍ以下であるこ ｍ以下であるこ

と。 と。

ロール跡 幅が 1.5 mm以下 同左 利用上支障のない 同左 ロール跡及び 幅が１．５ｍｍ 同左 利用上支障のな 同左

及びかん であること。 こと。 かんな焼け 以下であること。 いこと。

な焼け

チップマ 深さが 3.0 mm以 同左 利用上支障のない 同左 チップマーク 深さが３．０ｍ 同左 利用上支障のな 同左

ーク 下であること。 こと。 ｍ以下であるこ いこと。

と。

ナイフマ 幅が 4.4 mm以下 同左 利用上支障のない 同左 ナイフマーク 幅が４．４ｍｍ 同左 利用上支障のな 同左

ーク であること。 こと。 以下であること。 いこと。

削り残し 深さが 3.0 mmを 同左 各材面の面積の 40 同左 削 り 残 し 深さが3.0mmを超 同左 各材面の面積の4 同左

超え 4.0 mm以下 %以下であって， え4.0mm以下の部 0％以下であっ

の部分の面積が 深さが 3.0 mmを 分の面積が100ｃ て、深さが3.0mm
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100 cm2 以下であ 超える部分の面積 ｍ２以下であり、 を超える部分の

り，かつ，深さが が，各材面の面積 かつ、深さが3.0 面積が、各材面

3.0 mm以下の部分 の 30 %以下である mm以下の部分の の面積の30％以

の面積が各材面の こと。 面積が各材面の 下であること。

面積の 30 %以下で 面積の30％以下

あること。 であること。

その他の 顕著でないこと。 同左 利用上支障のない 同左 その他の加工 顕著でないこと。 同左 利用上支障のな 同左

加工上の こと。 上の欠点 いこと。

欠点

曲がり 0.2 %以下であるこ 同左 0.5 %以下であるこ 同左 曲 が り 0.2％以下である 同左 0.5％以下である 同左

と。 と。 こと。 こと。

反り又はねじ 矢高が，附属書 C C.1 及び C.2 に掲げる数値以下であること。 反 り又はねじれ 矢高が別表第２の(1)から(7)までに掲げる数値以下であること。

れ

平均年輪幅 6.0 mm以下である 同左 同左 － 平均年輪幅（別表 6.0mm以下である 同左 同左 －

（附属書 D 表 こと。 第３の樹種群の略 こと。

D.1 の樹種群 号が「Hem－Fir」、

の略号が“ 「Ｓ－Ｐ－Ｆ又は

Hem-Fir”，“ Spruce－Pine－Fi

S-P-F又は r」、「ＳＹＰ」、「Ｊ

Spruce-Pine-Fir ＳⅡ」及び「ＪＳ

”，“SYP”，“JS Ⅲ」に該当する樹

Ⅱ”及び“JS 種を除く。）

Ⅲ”に該当す

る樹種を除

く。）

髄 寸法型式 髄の中心から半径 同左 同左 厚さに係る材面に 髄 寸法型式が、 髄の中心から半 同左 同左 厚さに係る材

心 が，104， 50 mm以内の年輪 おける髄の長さが 心 １０４、１０ 径50mm以内の年 面における髄

部 106，203， 界がないこと。 材の長さの 1/4以 部 ６、２０３、 輪 の長さが材の

又 204，205， 下であること。 又 ２０４、２０ 界がないこと。 長さの１／４

は 206，208， は ５、２０６、 以下であるこ

髄 304，306， 髄 ２０８、３０ と。

（ 404，405， （ ４、３０６、

ラ 406及び ラ ４０４、４０

ジ 408並び ジ ６及び４０８

ア に 204W ア のもの

タ のもの タ

パ 寸法型式 幅に係る材面にお 同左 同左 厚さに係る材面に パ 寸法型式が、 幅に係る材面に 同左 同左 厚さに係る材

イ が，210 ける材縁から材幅 おける髄の長さが イ ２１０及び２ おける材縁から 面における髄
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ン 及び 212 の 1/3の距離まで 材の長さの 1/4以 ン １２のもの 材幅の１／３の の長さが材の

に のもの の部分において髄 下であること。 に 距離までの部分 長さの１／４

限 の中心から半径 50 限 において髄の中 以下であるこ

る mm以内の年輪界 る 心から半径50mm と。

。 がないこと。 。 以内の年輪界が

） ） ないこと。

繊維走向の傾 1:12.5以下である 1:10以下であるこ 1:8.3以下であるこ 1:4以下であるこ 繊 維走向の傾斜 80mm以下である 100mm以下である 120mm以下である 250mm以下であ

斜比 こと。 と。 と。 と。 こと。 こと。 こと。 ること。

その他の欠点 軽微であること。 同左 顕著でないこと。 利用上支障のない そ の 他 の 欠 点 軽微であること。 同左 顕著でないこと。 利用上支障の

こと。 ないこと。

4.2.5 インサイジング イ ンサイジング インサイジングは欠点とみなさない。ただし、その仕様は製材の曲げ

インサイジングは，欠点とみなさない。ただし，その仕様は，甲種枠組材の曲げ強さ及び曲げヤン 強さ及び曲げヤング係数の低下がおおむね１割を超えない範囲内とす

グ係数の低下がおおむね 1割を超えない範囲内とする。 る。

4.2.6 保存処理 保存処理（保存処 保存処理を施した旨の表示がしてあるものにあっては、次に掲げる基

保存処理を施した旨の表示がしてあるものにあっては，次に掲げる基準に適合しなければならない。 理を施した旨が表 準に適合していること。

4.2.6.1 木材保存剤の種類 示されているもの １ アからサまでに掲げるいずれかの種類のうち、当該アからサまで

表 4 に規定する木材保存剤によって保存処理が行われてなければならない。 に限る。） に定める薬剤（アからコまでに定める薬剤にあっては、日本工業規格

Ｋ 1570（2013）に規定するもの）により保存処理が行われているこ

表 4 －木材保存剤の種類 と。

種類 薬剤名 記号 ア 第四級アンモニウム化合物系

a) 第四級アンモニウム化合物系 ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤 AAC-1 ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤（ＡＡＣ－１）

b) 銅・第四級アンモニウム化合物系 1) 銅・N-アルキルベンジルジメチルアンモニ ACQ-1 イ 第四級アンモニウム・非エステルピレスロイド化合物系

ウムクロリド剤 Ｎ，Ｎ－ジデシル－Ｎ－メチル－ポリオキシエチル－アンモニウ

2) 銅・ジデシルジメチルアンモニウムクロリ ACQ-2 ムプロピオネート・シラフルオフェン剤（ＳＡＡＣ）

ド剤 ウ ほう素・第四級アンモニウム化合物系

c) 銅・アゾール化合物系 銅・シプロコナゾール剤 CUAZ ほう素・ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤（ＢＡＡＣ）

d) ほう素・第四級アンモニウム化合 ほう素・ジデシルジメチルアンモニウムクロリ BAAC エ 銅・第四級アンモニウム化合物系

物系 ド剤 銅・Ｎ－アルキルベンジルジメチルアンモニウムクロリド剤（Ａ

e) 第四級アンモニウム・非エステルピ N,N-ジデシル-N-メチル-ポリオキシエチル-ア SAAC ＣＱ－１）

レスロイド系化合物 ンモニウムプロピオネート・シラフルオフェン 銅・ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤（ＡＣＱ－２）

剤 オ 銅・アゾール化合物系

f) アゾール・第四級アンモニウム・ネ テブコナゾール・ジデシルジメチルアンモニウ AZNA 銅・シプロコナゾール剤（ＣＵＡＺ）

オニコチノイド化合物系 ムクロリド・イミダクロプリド剤 カ アゾール・ネオニコチノイド化合物系

g) 脂肪酸金属塩系 1) ナフテン酸銅乳剤 NCU-E シプロコナゾール・イミダクロプリド剤（ＡＺＮ）

2) ナフテン酸亜鉛乳剤 NZN-E キ アゾール・第四級アンモニウム・ネオニコチノイド化合物系

3) 第三級カルボン酸亜鉛・ペルメトリン乳剤 VZN-E テブコナゾール・ジデシルジメチルアンモニウムクロリド・イミ

h) ナフテン酸金属塩系 1) ナフテン酸銅油剤 NCU-O ダクロプリド剤（ＡＺＮＡ）



- 11 -

2) ナフテン酸亜鉛油剤 NZN-O
i) アゾール・ネオニコチノイド化合物 シプロコナゾール・イミダクロプリド剤 AZN ク 脂肪酸金属塩系

系 ナフテン酸銅乳剤（ＮＣＵ－Ｅ）

j) クレオソート油 クレオソート油剤 A ナフテン酸亜鉛乳剤（ＮＺＮ－Ｅ）

k) ほう素化合物系 ほう砂・ほう酸混合物又は八ほう酸ナトリウム B 第三級カルボン酸亜鉛・ペルメトリン乳剤（ＶＺＮ－Ｅ）

製剤 ケ ナフテン酸金属塩系

注記 a)～ j)に定める薬剤にあっては，JIS K 1570 に規定するものとする。 ナフテン酸銅油剤（ＮＣＵ－Ｏ）

ナフテン酸亜鉛油剤（ＮＺＮ－Ｏ）

コ クレオソート油

クレオソート油剤（Ａ）

サ ほう素化合物系

ほう砂・ほう酸混合物又は八ほう酸ナトリウム製剤（Ｂ）

4.2.6.2 浸潤度 （新設）

JAS 0600-2 の 5.8 浸潤度試験の結果，辺材部分及び心材部分の浸潤度 が，表 5 の左欄に掲げる性 ２ 別記の３の(2)の浸潤度試験の結果、辺材部分及び心材部分の浸潤3)

能区分及び中欄に掲げる樹種区分に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる基準に適合していなければな 度（試験片の切断面が辺材部分のみ又は心材部分のみからなる場合に

らない。 あっては、当該辺材部分又は心材部分の浸潤度）が、表２の左欄に掲

注 試験片の切断面が辺材部分のみからなる場合にあっては，当該辺材部分の浸潤度とし，心材 げる性能区分及び中欄に掲げる樹種区分に応じ、それぞれ同表の右欄3)

部分のみからなる場合にあっては，当該心材部分の浸潤度とする。 に掲げる基準に適合していること。

表 5 －浸潤度の基準 表２ 浸潤度の基準

性 樹種区分 基準 性 樹 種 区 分 基 準

能 能

区 区

分 分

K1 全ての樹種 辺材部分の浸潤度が 90 %以上 Ｋ 全ての樹種 辺材部分の浸潤度が90％以上

１

K2 心材の耐久性区分 D1
a)の樹 辺材部分の浸潤度が 80 %以上で，かつ，材面から深さ 10 mm Ｋ 心材の耐久性区 辺材部分の浸潤度が80％以上で、かつ、

種 までの心材部分の浸潤度が 20 %以上 ２ 分Ｄ１の樹種 材面から深さ10mmまでの心材部分の浸潤

度が20％以上

心材の耐久性区分 D2
b)の樹 辺材部分の浸潤度が 80 %以上で，かつ，材面から深さ 10 mm 心材の耐久性区 辺材部分の浸潤度が80％以上で、かつ、

種 までの心材部分の浸潤度が 80 %以上 分Ｄ２の樹種 材面から深さ10mmまでの心材部分の浸潤

度が80％以上

K3 全ての樹種 辺材部分の浸潤度が 80 %以上で，かつ，材面から深さ 10 mm Ｋ 全ての樹種 辺材部分の浸潤度が80％以上で、かつ、

までの心材部分の浸潤度が 80 %以上 ３ 材面から深さ10mmまでの心材部分の浸潤

度が80％以上

K4 心材の耐久性区分 D1
a)の樹 辺材部分の浸潤度が 80 %以上で，かつ，材面から深さ 10 mm Ｋ 心材の耐久性区 辺材部分の浸潤度が80％以上で、かつ、

種 までの心材部分の浸潤度が 80 %以上 ４ 分Ｄ１の樹種 材面から深さ10mmまでの心材部分の浸潤
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度が80％以上

心材の耐久性区分 D2
b)の樹 辺材部分の浸潤度が 80 %以上で，かつ，材面から深さ 15 mm（厚 心材の耐久性区 辺材部分の浸潤度が80％以上で、かつ、

種 さが 90 mmを超える枠組壁工法構造用製材にあっては，20 mm） 分Ｄ２の樹種 材面から深さ15mm（厚さが90mmを超える

までの心材部分の浸潤度が 80 %以上 枠組壁工法構造用製材にあっては、20mm）

までの心材部分の浸潤度が80％以上

K5 全ての樹種 辺材部分の浸潤度が 80 %以上で，かつ，材面から深さ 15 mm（厚 Ｋ 全ての樹種 辺材部分の浸潤度が80％以上で、かつ、

さが 90 mmを超える枠組壁工法構造用製材にあっては，20 mm） ５ 材面から深さ15mm（厚さが90mmを超える

までの心材部分の浸潤度が 80 %以上 枠組壁工法構造用製材にあっては、20mm）

までの心材

注 a) 心材の耐久性区分 D1 の樹種は，ウェスタンラーチ，ウェスタンレッドシーダー，カラマツ， （注）１ 心材の耐久性区分とは、心材の耐久性により区分した樹種

サイプレスパイン，スギ，タイワンヒノキ，ダグラスファー，ダフリカカラマツ，タマラッ のグループをいう。

ク，パシフィックコーストイエローシーダー，ヒノキ，ヒバ及びベイヒとする。 ２ 心材の耐久性区分Ｄ１の樹種は、ウェスタンラーチ、ウェス

注 b) 心材の耐久性区分 D2 の樹種は，注 a)に掲げる樹種以外のものとする。 タンレッドシーダー、カラマツ、サイプレスパイン、スギ、タ

イワンヒノキ、ダグラスファー、ダフリカカラマツ、タマラッ

ク、パシフィックコーストイエローシーダー、ヒノキ、ヒバ及

びベイヒとする。

３ 心材の耐朽性区分Ｄ２の樹種は、２に掲げる樹種以外のもの

とする。

4.2.6.3 吸収量

JAS 0600-2 の 5.9 吸収量試験の結果，表 6 の左欄に掲げる性能区分及び中欄に掲げる使用した薬剤 ３ 別記の３の(3)の吸収量試験の結果、薬剤の吸収量が、表３の左欄

の種類の区分に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる基準に適合していなければならない。ただし，複 に掲げる性能区分及び中欄に掲げる使用した薬剤の種類の区分に応

数の有効成分を配合したものについては，各有効成分が JIS K 1570 に規定する配合比の最小値に表 6 じ、それぞれ同表の右欄に掲げる基準に適合していること。ただし、

の基準値を乗じた値以上であって，かつ，各有効成分の合計が同表の基準に適合していなければなら 複数の有効成分を配合したものについては、その配合比が日本工業規

ない。 格Ｋ 1570（2013）に規定する範囲内であって、かつ、各有効成分の

合計が同表の基準に適合していること。

表 6 －吸収量の基準 表３ 吸収量の基準

性能区 使用した薬剤の種 薬剤の記 基準 性 使用した薬剤 基 準

分 類 号 能 の種類

区

分

K1 ほう素化合物系 B ほう酸として 1.2 kg/m3 以上 Ｋ ほう素化合物 ほう酸として1.2kg／ｍ３以上

１ 系

K2 第四級アンモニウ AAC-1 ジデシルジメチルアンモニウムクロリド（以下“DDAC Ｋ 第四級アンモ ジデシルジメチルアンモニウムクロリド（以

ム化合物系 ”という。）として 2.3 kg/m3 以上 ２ ニウム化合物 下「ＤＤＡＣ」という。）として2.3kg／ｍ３

系 以上

銅・第四級アンモ ACQ-1 酸化銅・N-アルキルベンジルジメチルアンモニウムク （新設）



- 13 -

ニウム化合物系 ロリド（以下“BKC”という。）として 1.3 kg/m3 以上

ACQ-2 酸化銅・DDACとして 1.3 kg/m3 以上

銅・アゾール化合 CUAZ 酸化銅・シプロコナゾールとして 0.5 kg/m3 以上 （新設）

物系

ほう素・第四級ア BAAC ほう酸・DDACとして 1.6 kg/m3 以上 （新設）

ンモニウム化合物

系

第四級アンモニウ SAAC N,N-ジデシル-N-メチル-ポリオキシエチル-アンモニウ 第四級アンモ 第四級アンモニウム・非エステルピレスロ

ム・非エステルピ ムプロピオネ－ト（以下“DMPAP”という。）・シラ ニウム・非エ イド化合物として1.3kg／ｍ３以上

レスロイド化合物 フルオフェンとして 1.3 kg/m3 以上 ステルピレス

系 ロイド化合物

系

（削る） ほう素・第四 ほう素・第四級アンモニウム化合物として

級アンモニウ 1.6kg／ｍ３以上

ム化合物系

（削る） 銅・第四級ア 銅・アルキルアンモニウム化合物として1.3

ンモニウム化 kg／ｍ３以上

合物系

（削る） 銅・アゾール 銅・シプロコナゾール化合物として0.5kg／

化合物系 ｍ３以上

（削る） アゾール・ネ アゾール・ネオニコチノイド化合物として

オニコチノイ 0.08kg／ｍ３以上

ド化合物系

アゾール・第四級 AZNA DDAC・テブコナゾール・イミダクロプリドとして 1.2 アゾール・第 アゾール・第四級アンモニウム・ネオニコ

アンモニウム・ネ kg/m3 以上 四級アンモニ チノイド化合物として1.2kg／ｍ３以上

オニコチノイド化 ウム・ネオニ

合物系 コチノイド化

合物系

脂肪酸金属塩系 NCU-E 銅として 0.5 kg/m3 以上 脂肪酸金属塩 銅を主剤としたものにあっては、銅として0.

系 5kg／ｍ３以上

NZN-E 亜鉛として 1.0 kg/m3 以上 亜鉛を主剤としたものにあっては、亜鉛と

して1.0kg／ｍ３以上

VZN-E 亜鉛及びペルメトリンとして 1.3 kg/m3 以上 亜鉛及びペルメトリンを主剤としたものに

あっては、これらの化合物として1.3kg／ｍ
３以上

ナフテン酸金属塩 NCU-O 銅として 0.4 kg/m3 以上 ナフテン酸金 銅を主剤としたものにあっては、銅として0.

系 属塩系 4kg／ｍ３以上

NZN-O 亜鉛として 0.8 kg/m3 以上 亜鉛を主剤としたものにあっては、亜鉛と
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して0.8kg／ｍ３以上

アゾール・ネオニ AZN シプロコナゾール・イミダクロプリドとして 0.08 （新設）

コチノイド化合物 kg/m3 以上

系

K3 第四級アンモニウ AAC-1 DDACとして 4.5 kg/m3 以上 Ｋ 第四級アンモ ＤＤＡＣとして4.5kg／ｍ３以上

ム化合物系 ３ ニウム化合物

系

銅・第四級アンモ ACQ-1 酸化銅・BKCとして 2.6 kg/m3 以上 （新設）

ニウム化合物系 ACQ-2 酸化銅・DDACとして 2.6 kg/m3 以上

銅・アゾール化合 CUAZ 酸化銅・シプロコナゾールとして 1.0 kg/m3 以上 （新設）

物系

ほう素・第四級ア BAAC ほう酸・DDACとして 3.2 kg/m3 以上 （新設）

ンモニウム化合物

系

第四級アンモニウ SAAC DMPAP・シラフルオフェンとして 2.5 kg/m3 以上 第四級アンモ 第四級アンモニウム・非エステルピレスロ

ム・非エステルピ ニウム・非エ イド化合物として2.5kg／ｍ３以上

レスロイド化合物 ステルピレス

系 ロイド化合物

系

（削る） ほう素・第四 ほう素・第四級アンモニウム化合物として

級アンモニウ 3.2kg／ｍ３以上

ム化合物系

（削る） 銅・第四級ア 銅・アルキルアンモニウム化合物として2.6

ンモニウム化 kg／ｍ３以上

合物系

（削る） 銅・アゾール 銅・シプロコナゾール化合物として1.0kg／

化合物系 ｍ３以上

（削る） アゾール・ネ アゾール・ネオニコチノイド化合物として

オニコチノイ 0.15kg／ｍ３以上

ド化合物系

アゾール・第四級 AZNA テブコナゾール・DDAC・イミダクロプリドとして 2.4 アゾール・第 アゾール・第四級アンモニウム・ネオニコ

アンモニウム・ネ kg/m3 以上 四級アンモニ チノイド化合物として2.4kg／ｍ３以上

オニコチノイド化 ウム・ネオニ

合物系 コチノイド化

合物系

脂肪酸金属塩系 NCU-E 銅として 1.0 kg/m3 以上 脂肪酸金属塩 銅を主剤としたものにあっては、銅として1.

系 0kg／ｍ３以上

NZN-E 亜鉛として 2.0 kg/m3 以上 亜鉛を主剤としたものにあっては、亜鉛と
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して2.0kg／ｍ３以上

VZN-E 亜鉛及びペルメトリンとして 2.5 kg/m3 以上 亜鉛及びペルメトリンを主剤としたものに

あっては、これらの化合物として2.5kg／ｍ
３以上

ナフテン酸金属塩 NCU-O 銅として 0.8 kg/m3 以上 ナフテン酸金 銅を主剤としたものにあっては、銅として0.

系 属塩系 8kg／ｍ３以上

NZN-O 亜鉛として 1.6 kg/m3 以上 亜鉛を主剤としたものにあっては、亜鉛と

して1.6kg／ｍ３以上

アゾール・ネオニ AZN シプロコナゾール・イミダクロプリドとして 0.15 （新設）

コチノイド化合物 kg/m3 以上

系

K4 第四級アンモニウ AAC-1 DDACとして 9.0 kg/m3 以上 Ｋ 第四級アンモ ＤＤＡＣとして9.0kg／ｍ３以上

ム化合物系 ４ ニウム化合物

系

銅・第四級アンモ ACQ-1 酸化銅・BKCとして 5.2 kg/m3 以上 （新設）

ニウム化合物系 ACQ-2 酸化銅・DDACとして 5.2 kg/m3 以上

銅・アゾール化合 CUAZ 酸化銅・シプロコナゾールとして 2.0 kg/m3 以上 （新設）

物系

ほう素・第四級ア BAAC ほう酸・DDACとして 6.4 kg/m3 以上 （新設）

ンモニウム化合物

系

第四級アンモニウ SAAC DMPAP・シラフルオフェンとして 5.0 kg/m3 以上 第四級アンモ 第四級アンモニウム・非エステルピレスロ

ム・非エステルピ ニウム・非エ イド化合物として5.0kg／ｍ３以上

レスロイド化合物 ステルピレス

系 ロイド化合物

系

（削る） ほう素・第四 ほう素・第四級アンモニウム化合物として

級アンモニウ 6.4kg／ｍ３以上

ム化合物系

（削る） 銅・第四級ア 銅・アルキルアンモニウム化合物として5.2

ンモニウム化 kg／ｍ３以上

合物系

（削る） 銅・アゾール 銅・シプロコナゾール化合物として2.0kg／

化合物系 ｍ３以上

（削る） アゾール・ネ アゾール・ネオニコチノイド化合物として

オニコチノイ 0.3kg／ｍ３以上

ド化合物系

アゾール・第四級 AZNA テブコナゾール・DDAC・イミダクロプリドとして 4.8 アゾール・第 アゾール・第四級アンモニウム・ネオニコ
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アンモニウム・ネ kg/m3 以上 四級アンモニ チノイド化合物として4.8kg／ｍ３以上

オニコチノイド化 ウム・ネオニ

合物系 コチノイド化

合物系

脂肪酸金属塩系 NCU-E 銅として 1.5 kg/m3 以上 脂肪酸金属塩 銅を主剤としたものにあっては、銅として1.

系 5kg／ｍ３以上

NZN-E 亜鉛として 4.0 kg/m3 以上 亜鉛を主剤としたものにあっては、亜鉛と

して4.0kg／ｍ３以上

VZN-E 亜鉛及びペルメトリンとして 5.0 kg/m3 以上 亜鉛及びペルメトリンを主剤としたものに

あっては、これらの化合物として5.0kg／ｍ
３以上

ナフテン酸金属塩 NCU-O 銅として 1.2 kg/m3 以上 ナフテン酸金 銅を主剤としたものにあっては、銅として1.

系 属塩系 2kg／ｍ３以上

NZN-O 亜鉛として 3.2 kg/m3 以上 亜鉛を主剤としたものにあっては、亜鉛と

して3.2kg／ｍ３以上

アゾール・ネオニ AZN シプロコナゾール・イミダクロプリドとして 0.30 （新設）

コチノイド化合物 kg/m3 以上

系

クレオソート油 A クレオソート油として 80 kg/m3 以上 クレオソート クレオソート油として80kg／ｍ３以上

油

K5 銅・第四級アンモ ACQ-1 酸化銅・BKCとして 10.5 kg/m3 以上 Ｋ 銅・第四級ア 銅・アルキルアンモニウム化合物として10.

ニウム化合物系 ５ ンモニウム化 5kg／ｍ３以上

ACQ-2 酸化銅・DDACとして 10.5 kg/m3 以上 合物系 （新設）

脂肪酸金属塩系 NCU-E 銅として 2.3 kg/m3 以上 脂肪酸金属塩 銅として2.3kg／ｍ３以上

系

ナフテン酸金属塩 NCU-O 銅として 1.8 kg/m3 以上 ナフテン酸金 銅として1.8kg／ｍ３以上

系 属塩系

クレオソート油 A クレオソート油として 170 kg/m3 以上 クレオソート クレオソート油として170kg／ｍ３以上

油

寸 法 １ 寸法型式が、１０４、１０６、２０３、２０４、２０５、２０６、

２０８、２１０、２１２、３０４、３０６、４０４、４０６又は４０

８であること。

２ 表示された寸法（寸法型式を含む。）と測定した寸法の差が表４に

掲げる数値以下であること。

表４ 寸法の許容差 （単位 mm）

表示された寸法（寸法形式を含む。）と測定した



- 17 -

寸法の差

厚さ及び幅 ±1.5

長さ ＋制限しない。－０

表 表 示 事 項 １ 次の事項を一括して表示してあること。

示 (1) 樹種名、樹種群又は同一樹種群内の複数の樹種名を表す文字

(2) 寸法型式名及び未乾燥材又は乾燥材の別を表す文字

(3) 長さ

(4) 製造業者又は販売業者（輸入品にあっては、輸入業者。以下同

じ。）の氏名又は名称その他製造業者又は販売業者を表す文字

２ 保存処理を施した旨が表示されているものにあつては、１に規定

するもののほか、性能区分及び使用した薬剤を一括して記載してある

こと。

表 示 の 方 法 １ 表示事項の基準の１の(1)から(3)までに掲げる事項の表示は、次

に規定する方法により行われていること。

(1) 樹種名、樹種群又は同一樹種群内の複数の樹種名を表す文字

ア 樹種名を表示するものにあっては、別表第３に掲げる樹種の名

称（同表に掲げる樹種以外のものにあっては、その樹種の一般名。

以下同じ。）を記載すること。

イ 樹種群を表示するものにあっては、同表に掲げる樹種群の略号

を記載すること。

ウ 同一樹種群内の複数の樹種名を表示するものにあっては、同一

荷口に含まれる全ての樹種について、同表に掲げる樹種の名称を

記載し、その次に括弧を付して同表に掲げる樹種群の略号を記載

すること。

(2) 寸法型式名及び未乾燥材又は乾燥材の別を表す文字

第３条の表１に掲げる寸法型式名に、未乾燥材にあっては「Ｇ」

を、乾燥材にあっては「Ｄ」の文字を付して記載すること。

(3) 長さ

長さは、mm、cm又はｍの単位を明記して記載すること。

２ 保存処理のうち性能区分が、Ｋ１のものにあっては「保存処理Ｋ

１」と、Ｋ２のものにあっては「保存処理Ｋ２」と、Ｋ３のものにあ

っては「保存処理Ｋ３」と、Ｋ４のものにあっては「保存処理Ｋ４」

と、Ｋ５のものにあっては「保存処理Ｋ５」と記載するほか、使用し

た薬剤を表５の左欄に掲げる薬剤名又は同表の右欄に掲げる薬剤の記

号をもって記載すること。

表５ 保存処理に係る薬剤名及び薬剤の記号
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薬 剤 名 薬剤の記

号

ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤 ＡＡＣ－

１

Ｎ，Ｎ－ジデシル－Ｎ－メチル－ポリオキシエチル－ ＳＡＡＣ

アンモニウムプロピオネート・シラフルオフェン剤

ほう素・ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤 ＢＡＡＣ

銅・Ｎ－アルキルベンジルジメチルアンモニウムクロ ＡＣＱ－

リド剤 １

銅・ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤 ＡＣＱ－

２

銅・シプロコナゾール剤 ＣＵＡＺ

シプロコナゾール・イミダクロプリド剤 ＡＺＮ

テブコナゾール・ジデシルジメチルアンモニウムクロ ＡＺＮＡ

リド・イミダクロプリド剤

ナフテン酸銅乳剤 ＮＣＵ－

Ｅ

ナフテン酸亜鉛乳剤 ＮＺＮ－

Ｅ

第三級カルボン酸亜鉛・ペルメトリン乳剤 ＶＺＮ－

Ｅ

ナフテン酸銅油剤 ＮＣＵ－

Ｏ

ナフテン酸亜鉛油剤 ＮＺＮ－

Ｏ

クレオソート油剤 Ａ

ほう砂・ほう酸混合物又は八ほう酸ナトリウム製剤 Ｂ

３ 表示事項の基準に掲げる事項の表示は、材ごと（長さ表示にあっ

ては、材ごと又は寸法が同一である各こりごと）に見やすい箇所に明

瞭にしてあること。

表 示 禁 止 事 項 次に掲げる事項は、これを表示していないこと。

(1) 表示事項の項の規定により表示してある事項の内容と矛盾する

用語(2) その他品質を誤認させるような文字、絵その他の表示
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4.3 乙種枠組材の規格 （乙種枠組材の規格）

乙種枠組材は，次の基準に適合しなければならない。 第５条 乙種枠組材の規格は、次のとおりとする。

区 分 基 準

コンストラクション スタンダード ユティリティ

品

質

4.3.1 寸法型式 （新設）

寸法型式が，203，204，205，206，304，306，404，405，406，408又は 204Wでなければならな

い。

4.3.2 寸法 （新設）

表示された寸法と JAS 0600-2 の 5.1 寸法の測定試験の結果の差が，4.2.2 表 2 に掲げる数値以下で

なければならない。

4.3.3 含水率（乾燥材に限る。） 含水率（乾燥材に 別記の３の(1)の含水率試験を行い、同一試料から採取した試験片の含

JAS 0600-2 の 5.2 含水率試験の結果，同一試料から採取した試験片の含水率の平均値が 19 %以下 限る。） 水率の平均値が19％以下であること。

でなければならない。ただし，“D15”と表示するものにあっては，試験片の含水率の平均値が 15 %
以下でなければならない。

4.3.4 材面の品質

表 7 の基準に適合しなければならない。

表 7 －材面の品質の基準

区分 基準

コンストラクション スタンダード ユティリティ

節又は穴 a) 節の径が附属書 B 表 B.2 の節に掲げる数値以下であること。ただし，幅の 節 又 は 穴 １ 節の径が別表第１の(2)の各区分の節に掲げる数値以下であるこ

材面を横断した流れ節にあっては，相当径比が，コンストラクションにあ と。ただし、幅の材面を横断した流れ節の場合にあっては、相当径比

っては 1/4以下，スタンダードにあっては 1/3以下，ユティリティにあって が、コンストラクションにあっては１／４以下、スタンダードにあっ

は 1/2以下であること。 ては１／３以下、ユティリティにあっては１／２以下であること。

b) 材面において，長さ 15 cmの範囲内にある節又は穴の径の合計が，附属書 B ２ 材面において、長さ15cmの範囲内にある節又は穴の径の合計が別

表 B.2 の節に掲げる数値の 2倍以下であること。 表第１の(2)の各区分の節に掲げる数値の２倍以下であること。

c) 材面において，コンストラクションにあっては長さ 90 cm，スタンダードに ３ 材面において、コンストラクションにあっては長さ90cm、スタン

あっては長さ 60 cm，ユティリティにあっては長さ 30 cmの範囲内にある ダードにあっては長さ60cm、ユティリティにあっては長さ30cmの範囲

穴の径の合計が，附属書 B 表 B.2 の穴に掲げる数値以下であること。 内にある穴の径の合計が別表第１の(2)の各区分の穴に掲げる数値以

下であること。

腐れ ないこと。 程度の重い腐れがなく， 程度の重い腐れの面積が 腐 れ ないこと。 程度の重い腐れがな 程度の重い腐れの面

かつ，程度の軽い腐れの 当該腐れの存する材面の く、かつ、程度の軽い 積が当該腐れの存す

面積が当該腐れの存する 面積の 10 %以下であり， 腐れの面積が当該腐れ る材面の面積の10％

材面の面積の 10 %以下 かつ，程度の軽い腐れの の存する材面の面積の 以下であり、かつ、

であること。 面積が当該腐れの存する 10％以下であること。 程度の軽い腐れの面

材面の面積の 30 %以下 積が当該腐れの存す
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であること。 る材面の面積の30％

以下であること。

変色 堅固な心材部以外の心材 同左 － 変 色 堅固な心材部以外の心 同左 －

部にないこと。 材部にないこと。

丸身 厚丸身及び幅丸身が 1/4 厚丸身及び幅丸身が 1/3 厚丸身及び幅丸身が 1/2 丸 身 厚丸身及び幅丸身が１ 厚丸身及び幅丸身が１ 厚丸身及び幅丸身が

以下であること。ただし， 以下であること。ただし， 以下であること。ただし， ／４以下であること。 ／３以下であること。 １／２以下であるこ

1荷口のうち，材の長さ 1荷口のうち，材の長さ 1荷口のうち，材の長さ ただし、１荷口のうち、 ただし、１荷口のうち、 と。ただし、１荷口

の 1/4以下において，厚 の 1/4以下において，厚 の 1/4以下において，厚 材の長さの１／４以下 材の長さの１／４以下 のうち、材の長さの

丸身が 1/2以下及び幅丸 丸身が 2/3以下及び幅丸 丸身が 7/8以下及び幅丸 において、厚丸身が１ において、厚丸身が２ １／４以下におい

身が 1/3以下であるもの 身が 1/2以下であるもの 身が 3/4以下であるもの ／２以下及び幅丸身が ／３以下及び幅丸身が て、厚丸身が７／８

が含まれる場合には，当 が含まれる場合には，当 が含まれる場合には，当 １／３以下であるもの １／２以下であるもの 以下及び幅丸身が３

該荷口の 5 %以下である 該荷口の 5 %以下である 該荷口の 5 %以下である が含まれる場合には、 が含まれる場合には、 ／４以下であるもの

こと。 こと。 こと。 当該荷口の５％以下で 当該荷口の５％以下で が含まれる場合に

あること。 あること。 は、当該荷口の５％

以下であること。

割 貫 木口面 長さが当該材の幅以下で 長さが当該材の幅の 1.5 長さが当該材の長さの 割 貫 木口面に 長さが当該材の幅以下 長さが当該材の幅の1. 長さが当該材の長さ

れ 通 におけ あること。この場合にお 倍以下であること。この 1/6以下であること。 れ 通 おけるも であること。この場合 5倍以下であること。 の１／６以下である

割 るもの いて，割れの深さが当該 場合において，割れの深 割 の において、割れの深さ この場合において、割 こと。

れ 材の厚さの 1/2（乾燥材 さが当該材の厚さの 1/2 れ が当該材の厚さの１／ れの深さが当該材の厚

にあっては，3/4）を超え （乾燥材にあっては，3/4） ２（乾燥材にあっては、 さの１／２（乾燥材に

るものは，貫通割れとみ を超えるものは，貫通割 ３／４）を超えるもの あっては、３／４）を

なす。 れとみなす。 は、貫通割れとみなす。 超えるものは、貫通割

れとみなす。

木口面 ないこと。 長さの合計が 60 cm以下 長さの合計が当該材の長 木口面以 ないこと。 長さの合計が60cm以下 長さの合計が当該材

以外の であること。 さの 1/3以下であること。 外の材面 であること。 の長さの１／３以下

材面に における であること。

おける もの

もの

その他の割 長さの合計が 60 cm（乾 長さの合計が 90 cm（乾 － その他の割れ 長さの合計が60cm（乾 長さの合計が90cm（乾 －

れ 燥材にあっては，90 cm） 燥材にあっては，135 cm） 燥材にあっては、90cm） 燥材にあっては、135c

以下であること。 以下又は当該材の長さの 以下であること。 m）以下又は当該材の

1/4（乾燥材にあっては， 長さの１／４（乾燥材

3/8）以下であること。 にあっては、３／８）

以下であること。

加 逆目ぼれ 深さが 3.0 mmを超え 4.0 深さが 3.0 mmを超える 同左 加 逆 目 ぼ れ 深さが3.0mmを超え4.0 深さが3.0ｍｍを超え 同左

工 mm以下の部分の面積が 部分の面積が，各材面の 工 mm以下の部分の面積が る部分の面積が、各材

上 100 cm2 以下であり，か 面積の 30 %以下である 上 100ｃｍ２以下であり、 面の面積の30％以下で

の つ，深さが 3.0 mm以下 こと。 の かつ、深さが3.0mm以 あること。
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欠 の部分の面積が各材面の 欠 下の部分の面積が各材

点 面積の 20 %以下である 点 面の面積の20％以下で

こと。 あること。

毛羽立ち 高さが 3.0 mmを超える 高さが 3.0 mmを超える 同左 毛 羽 立 ち 高さが3.0mmを超える 高さが3.0mmを超える 同左

部分の面積が 100 cm2 以 部分の面積が，各材面の 部分の面積が100ｃｍ２ 部分の面積が、各材面

下であり，かつ，高さが 面積の 30 %以下である 以下であり、かつ、高 の面積の30％以下であ

3.0 mm以下の部分の面 こと。 さが3.0mm以下の部分 ること。

積が各材面の面積の 20 の面積が各材面の面積

%以下であること。 の20％以下であるこ

と。

目違い 高さが 1.5 mmを超える 高さが 1.5 mmを超える 同左 目 違 い 高さが1.5mmを超える 高さが1.5mmを超える 同左

部分の面積が 100 cm2 以 部分の面積が，各材面の 部分の面積が100ｃｍ２ 部分の面積が、各材面

下であり，かつ，高さが 面積の 30 %以下である 以下であり、かつ、高 の面積の30％以下であ

1.5 mm以下の部分の面 こと。 さが1.5mm以下の部分 ること。

積が各材面の面積の 20 の面積が各材面の面積

%以下であること。 の20％以下であるこ

と。

目離れ 長さが 30 mm以下であ 長さが 30 mmを超える 同左 目 離 れ 長さが30mm以下であっ 長さが30mmを超えるも 同左

って，材の長さ 1 m（端 もので利用上支障のない て、材の長さ１ｍ（端 ので利用上支障のない

数がある場合には，これ ものが，材の長さ 1 m（端 数がある場合には、こ ものが、材の長さ１ｍ

を切り上げる。）につき 2 数がある場合には，これ れを切り上げる。）に （端数がある場合には、

個以下であること。 を切り上げる。）につき 3 つき２個以下であるこ これを切り上げる。）

個以下であること。 と。 につき３個以下である

こと。

はな落ち 深さが 1.5 mm以下であ 深さが 3.0 mm以下であ 同左 は な 落 ち 深さが1.5mm以下であ 深さが3.0mm以下であ 同左

ること。 ること。 ること。 ること。

ロール跡及 幅が 1.5 mm以下である 利用上支障のないこと。 同左 ロール跡及び 幅が1.5mm以下である 利用上支障のないこ 同左

びかんな焼 こと。 かんな焼け こと。 と。

け

チップマー 深さが 3.0 mm以下であ 利用上支障のないこと。 同左 チップマーク 深さが3.0mm以下であ 利用上支障のないこ 同左

ク ること。 ること。 と。

ナイフマー 幅が 4.4 mm以下である 利用上支障のないこと。 同左 ナイフマーク 幅が4.4mm以下である 利用上支障のないこ 同左

ク こと。 こと。 と。

削り残し 深さが 3.0 mmを超え 4.0 各材面の面積の 40 %以 同左 削 り 残 し 深さが3.0mmを超え4.0 各材面の面積の40％以 同左

mm以下の部分の面積が 下であって，深さが 3.0 mm以下の部分の面積が 下であって、深さが3.

100 cm2 以下であり，か mmを超える部分の面積 100ｃｍ２以下であり、 0mmを超える部分の面
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つ，深さが 3.0 mm以下 が，各材面の面積の 30 % かつ、深さが3.0mm以 積が、各材面の面積の

の部分の面積が各材面の 以下であること。 下の部分の面積が各材 30％以下であること。

面積の 30 %以下である 面の面積の30％以下で

こと。 あること。

その他の加 顕著でないこと。 利用上支障のないこと。 同左 その他の加工 顕著でないこと。 利用上支障のないこ 同左

工上の欠点 上の欠点 と。

曲がり 0.2 %以下であること。 0.5 %以下であること。 同左 曲 が り 0.2％以下であること。 0.5％以下であること。 同左

反り又はねじれ 矢高が，附属書 C C.1 及び C.2 に掲げる数値以下であること。 反 り又はねじれ 前条の甲種枠組材の規格の品質の反り又はねじれの基準を適用する。

髄（ラジアタパ 厚さに係る材面における髄の長さが材の長さの 1/4以下であること。 髄（ラジアタパイ 厚さに係る材面における髄の長さが材の長さの１／４以下であること。

インに限る。） ンに限る。）

繊維走向の傾斜 1:5.8以下であること。 1:4以下であること。 同左 繊 維走向の傾斜 170mm以下であること。 250mm以下であること。 同左

比

その他の欠点 軽微であること。 顕著でないこと。 利用上支障のないこと。 そ の 他 の 欠 点 軽微であること。 顕著でないこと。 利用上支障のないこ

と。

4.3.5 インサイジング イ ンサイジング 前条の甲種枠組材の規格の品質のインサイジングの基準を適用する。

インサイジングは，欠点とみなさない。ただし，その仕様は，乙種枠組材の曲げ強さ及び曲げヤン

グ係数の低下がおおむね 1割を超えない範囲内とする。

4.3.6 保存処理 保存処理（保存処 前条の甲種枠組材の規格の品質の保存処理（保存処理を施した旨が表

保存処理を施した旨の表示をするものにあっては，次に掲げる基準に適合しなければならない。 理を施した旨が表 示されているものに限る。）の基準を適用する。

4.3.6.1 木材保存剤の種類 示されているもの

4.2.6.1 表 4 に規定する木材保存剤によって保存処理が行われてなければならない。 に限る。）

4.3.6.2 浸潤度

JAS 0600-2 の 5.8 浸潤度試験の結果，辺材部分及び心材部分の浸潤度 が，4.2.6.2 表 5に掲げる K13)

～ K5の性能区分及び心材の耐久性区分に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる基準に適合しなければ

ならない。

4.3.6.3 吸収量

JAS 0600-2 の 5.9 吸収量試験の結果，薬剤の吸収量が，4.2.6.3 表 6 に掲げる K1～ K5の性能区分

及び使用した保存処理薬剤に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる基準に適合していなければならない。

ただし，複数の有効成分を配合したものについては，その配合比が JIS K 1570 に規定する範囲内で

あって，かつ，各有効成分の合計が基準に適合していなければならない。

寸 法 １ 寸法型式が２０３、２０４、２０５、２０６、３０４、３０６、

４０４、４０６又は４０８であること。

２ 前条の甲種枠組材の規格の品質の寸法の基準の２を適用する。

表 示 前条の甲種枠組材の規格の表示の基準を適用する。
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4.4 MSR 枠組材の規格 （ＭＳＲ枠組材の規格）

MSR枠組材は，次の基準に適合しなければならない。 第６条 ＭＳＲ枠組材の規格は、次のとおりとする。

区 分 基 準

品 （新設）

質

4.4.1 寸法型式

寸法型式が，203，204，206，208，210又は 212でなければならない。

4.4.2 寸法

表示された寸法と JAS 0600-2 の 5.1 寸法の測定試験の結果の差が 4.2.2 表 2 に掲げる数値以下でな

ければならない。

4.4.3 含水率 含水率（乾燥材 別記の３の(1)の含水率試験を行い、同一試料から採取した試験片の含水

乾燥材にあっては，JAS 0600-2 の 5.2 含水率試験の結果，同一試料から採取した試験片の含水率の に限る。） 率の平均値が19％以下であること。

平均値が 19 %以下でなければならない。ただし，“D15”と表示するものにあっては，試験片の含水

率の平均値が 15 %以下でなければならない。

4.4.4 曲げ強度性能 曲 げ 強 度 性 能 別記の３の(5)の曲げ試験（ＭＳＲ区分）を行い、次の１から３までの基

JAS 0600-2 の 5.5 曲げ試験（MSR 区分）の結果，次の基準に適合しなければならない。 準に適合していること。

a) 曲げヤング係数の平均値が，表 8 のMSR等級に対応する，同表の曲げヤング係数①の数値以上 １ 曲げ試験（ＭＳＲ区分）に供するＭＳＲ枠組材（以下「曲げ試験Ｍ

でなければならない。 ＳＲ枠組材」という。）の曲げヤング係数の平均値が、表６のＭＳＲ等

級(等級区分機により曲げヤング係数を測定し、格付する場合の等級を

いう。以下同じ。)のうち格付しようとするものに対応する同表の曲げ

ヤング係数の①の数値以上であること。

b) 曲げヤング係数が，表 8 のMSR等級に対応する，同表の曲げヤング係数②の数値以上である曲 ２ 曲げ試験ＭＳＲ枠組材の曲げヤング係数が、表６のＭＳＲ等級のう

げ試験MSR枠組材の本数は表 9 の抽出本数に応じ，それぞれ同表の適合する本数の数以上でな ち格付しようとするものに対応する同表の曲げヤング係数の②の数値

ければならない。 以上である曲げ試験ＭＳＲ枠組材の本数は表７の抽出本数に応じ、そ

れぞれ同表の適合する本数の数以上であること。

c) 式(1)によって算出された荷重に至るまで破壊されないものが，表 10 の抽出本数に応じ，それぞ ３ 曲げ試験ＭＳＲ枠組材のうち、次の計算式により計算された荷重に

れ同表の適合する本数の数以上でなければならない。この場合において，曲げ試験MSR枠組材 至るまで破壊されないものが、表８の抽出本数に応じ、それぞれ同表

が一部破壊されていても，全体として当該荷重を支えていることが明らかな場合には，当該曲げ の適合する本数の数以上であること。この場合において、曲げ試験Ｍ

試験MSR枠組材は破壊されていないものとみなしてもよい。ただし，これ以外の方法によって ＳＲ枠組材が一部破壊されていても、全体として当該荷重を支えてい

曲げ試験MSR枠組材の曲げ応力度の信頼水準 75 %の 95 %下側許容限界値が表 8 の曲げ応力度 ることが明らかな場合には、当該曲げ試験ＭＳＲ枠組材は破壊されて

の数値以上であることを明らかに判定できる場合には，その方法によることができる。 いないものとみなす。ただし、これ以外の方法によって曲げ試験ＭＳ

Ｒ枠組材の曲げ応力度の信頼水準75％の95％下側許容限界値が表６の

曲げ応力度の数値以上であることを明らかに判定できる場合には、そ

の方法によることができる。

…………………………………………………………………(1) ＦＢ×ｂ×ｈ２

荷重（Ｎ）＝
ここで， X： 最大荷重（N） ℓ

X ＝
FB × b × h2

ç
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FB： 表 8 のMSR等級に対応する曲げ応力度（MPa又は N/mm2） ＦＢ：表６のＭＳＲ等級のうち格付しようとするものに対応する同表

b： 厚さ（mm） の曲げ応力度（ＭPa又はＮ／mm２）

h： 幅（mm） ｂ：曲げ試験ＭＳＲ枠組材の厚さ（mm）

ℓ： スパン（mm） ｈ：曲げ試験ＭＳＲ枠組材の幅（mm）

ℓ ：スパン（mm）

表 8 － MSR 等級ごとの曲げ強度性能の基準 表６ ＭＳＲ等級ごとの曲げ強度性能の基準

MSR等級 曲げヤング係数（GPa又は 103 N/mm2） 曲げ応力度 曲げヤング係数 曲げ応力度

（MPa又は N/mm2） ＭＳＲ等級 （ＧＰａ又は10３Ｎ／mm２） （ＭPa又は

① ② ① ② Ｎ／mm２）

900Fb-0.6E 4.1 3.4 13.2 900Ｆｂ－0.6Ｅ 4.1 3.4 13.2

900Fb-1.0E 6.9 5.6 13.2 900Ｆｂ－1.0Ｅ 6.9 5.6 13.2

900Fb-1.2E 8.3 6.8 13.2 900Ｆｂ－1.2Ｅ 8.3 6.8 13.2

1200Fb-0.7E 4.8 3.9 17.4 1200Ｆｂ－0.7Ｅ 4.8 3.9 17.4

1200Fb-0.8E 5.5 4.5 17.4 1200Ｆｂ－0.8Ｅ 5.5 4.5 17.4

1200Fb-1.2E 8.3 6.8 17.4 1200Ｆｂ－1.2Ｅ 8.3 6.8 17.4

1200Fb-1.5E 10.3 8.5 17.4 1200Ｆｂ－1.5Ｅ 10.3 8.5 17.4

1350Fb-1.2E 8.3 6.8 19.8 （新設）

1350Fb-1.3E 9.0 7.3 19.8 1350Ｆｂ－1.3Ｅ 9.0 7.3 19.8

1350Fb-1.8E 12.4 10.2 19.8 1350Ｆｂ－1.8Ｅ 12.4 10.2 19.8

1450Fb-1.2E 8.3 6.8 21.0 （新設）

1450Fb-1.3E 9.0 7.3 21.0 1450Ｆｂ－1.3Ｅ 9.0 7.3 21.0

1500Fb-1.2E 8.3 6.8 22.2 （新設）

1500Fb-1.3E 9.0 7.3 22.2 1500Ｆｂ－1.3Ｅ 9.0 7.3 22.2

1500Fb-1.4E 9.7 7.9 22.2 1500Ｆｂ－1.4Ｅ 9.7 7.9 22.2

1500Fb-1.8E 12.4 10.2 22.2 1500Ｆｂ－1.8Ｅ 12.4 10.2 22.2

1650Fb-1.3E 9.0 7.3 24.0 1650Ｆｂ－1.3Ｅ 9.0 7.3 24.0

1650Fb-1.4E 9.7 7.9 24.0 1650Ｆｂ－1.4Ｅ 9.7 7.9 24.0

1650Fb-1.5E 10.3 8.5 24.0 1650Ｆｂ－1.5Ｅ 10.3 8.5 24.0

1650Fb-1.8E 12.4 10.2 24.0 1650Ｆｂ－1.8Ｅ 12.4 10.2 24.0

1800Fb-1.6E 11.0 9.1 26.4 1800Ｆｂ－1.6Ｅ 11.0 9.1 26.4

1800Fb-2.1E 14.5 11.9 26.4 1800Ｆｂ－2.1Ｅ 14.5 11.9 26.4

1950Fb-1.5E 10.3 8.5 28.8 1950Ｆｂ－1.5Ｅ 10.3 8.5 28.8

1950Fb-1.7E 11.7 9.6 28.8 1950Ｆｂ－1.7Ｅ 11.7 9.6 28.8

2100Fb-1.8E 12.4 10.2 30.6 2100Ｆｂ－1.8Ｅ 12.4 10.2 30.6

2250Fb-1.6E 11.0 9.1 33.0 2250Ｆｂ－1.6Ｅ 11.0 9.1 33.0

2250Fb-1.9E 13.1 10.7 33.0 2250Ｆｂ－1.9Ｅ 13.1 10.7 33.0

2400Fb-1.7E 11.7 9.6 34.8 2400Ｆｂ－1.7Ｅ 11.7 9.6 34.8
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2400Fb-2.0E 13.8 11.3 34.8 2400Ｆｂ－2.0Ｅ 13.8 11.3 34.8

2550Fb-2.1E 14.5 11.9 37.2 2550Ｆｂ－2.1Ｅ 14.5 11.9 37.2

2700Fb-2.2E 15.2 12.4 39.6 2700Ｆｂ－2.2Ｅ 15.2 12.4 39.6

2850Fb-2.3E 15.9 13.0 41.4 2850Ｆｂ－2.3Ｅ 15.9 13.0 41.4

3000Fb-2.4E 16.5 13.6 43.8 3000Ｆｂ－2.4Ｅ 16.5 13.6 43.8

3150Fb-2.5E 17.2 14.1 45.6 3150Ｆｂ－2.5Ｅ 17.2 14.1 45.6

3300Fb-2.6E 17.9 14.7 48.0 3300Ｆｂ－2.6Ｅ 17.9 14.7 48.0

表 9 －曲げ試験（MSR 区分）において曲げヤング係数が基準値以上であるものの本数の基準 表７ 曲げ試験（ＭＳＲ区分）において曲げヤング係数が基準値以上

であるものの本数の基準

抽出本数 適合する本数 抽出本数 適合する本数

28 27 28 27

53 51 53 51

表 10 －曲げ試験（MSR 区分）において荷重に至るまで破壊されないものの本数の基準 表８ 曲げ試験（ＭＳＲ区分）において荷重に至るまで破壊されない

ものの本数の基準

抽出本数 適合する本数 抽出本数 適合する本数

28 28 28 28

53 52 53 52

4.4.5 引張り強度性能（引張り強度性能を表示するものに限る。） 引張り強度性能 別記の３の(7)の引張り試験を行い、引張り試験に供するＭＳＲ枠組材（以

JAS 0600-2 の 5.7 引張り試験の結果，次の式(2)によって算出された荷重に至るまで破壊されないも （引張り強度性 下「引張り試験ＭＳＲ枠組材」という。）のうち、次の計算式により計算

のが，表 12 の抽出本数に応じ，それぞれ同表の適合する本数の数以上でなければならない。この場 能を表示するも された荷重に至るまで破壊されないものが、表10の抽出本数に応じ、そ

合において，引張り試験MSR枠組材が一部破壊されていても，全体として当該荷重を支えているこ のに限る。） れぞれ同表の適合する本数の数以上であること。この場合において、引

とが明らかな場合には，当該試験片は破壊されていないものとみなしてもよい。ただし，これ以外の 張り試験ＭＳＲ枠組材が一部破壊されていても、全体として当該荷重を

方法によって引張り試験MSR枠組材の引張り応力度の信頼水準 75 %の 95 %下側許容限界値が表 11 支えていることが明らかな場合には、当該引張り試験ＭＳＲ枠組材は破

の引張り応力度以上であることを明らかに判定できる場合には，その方法によることができる。 壊されていないものとみなす。ただし、これ以外の方法によって引張り

試験ＭＳＲ枠組材の引張り応力度の信頼水準75％の95％下側許容限界値

が表９の引張り応力度以上であることを明らかに判定できる場合には、

……………………………………………………………………………(2) その方法によることができる。

ここで， X： 最大荷重（N） 荷重（Ｎ）＝ＦＴ×Ａ

FT： 表 11 の引張り強度性能に対応する引張り応力度（MPa又は N/mm2） ＦＴ：表９の引張り強度性能のうち格付しようとするものに対応する

A： 断面積（mm2） 同表の引張り応力度（ＭPa又はＮ／mm２）

Ａ：引張り試験ＭＳＲ枠組材の断面積（mm２）

表 11 － MSR 枠組材の引張り強度性能の基準 表９ ＭＳＲ枠組材の引張り強度性能の基準

引張り強度性能 引張り応力度（MPa又は N/mm2） 引張り強度性能 引張り応力度（ＭPa又はＮ／mm２）

350Ft 5.4 350Ｆt 5.4

600Ft 9.0 600Ｆt 9.0

X ＝ FT × A
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750Ft 11.4 750Ｆt 11.4

800Ft 12.0 800Ｆt 12.0

900Ft 13.2 900Ｆt 13.2

1020Ft 15.0 1020Ｆt 15.0

1175Ft 17.4 1175Ｆt 17.4

1375Ft 20.4 1375Ｆt 20.4

1575Ft 23.4 1575Ｆt 23.4

1750Ft 25.8 1750Ｆt 25.8

1925Ft 28.2 1925Ｆt 28.2

2050Ft 30.0 2050Ｆt 30.0

2150Ft 31.2 2150Ｆt 31.2

2300Ft 33.6 2300Ｆt 33.6

2400Ft 34.8 2400Ｆt 34.8

2500Ft 36.6 2500Ｆt 36.6

2650Ft 38.4 2650Ｆt 38.4

表 12 －引張り試験において荷重に至るまで破壊されないものの本数の基準 表10 引張り試験において荷重に至るまで破壊されないものの本数の

基準

抽出本数 適合する本数 抽出本数 適合する本数

28 28 28 28

53 52 53 52

4.4.6 丸身 丸 身 厚丸身及び幅丸身が１／３以下であること。ただし、１荷口のうち、材

厚丸身及び幅丸身が 1/3以下でなければならない。ただし，1荷口のうち，材の長さの 1/4以下に の長さの１／４以下において、厚丸身が２／３以下及び幅丸身が１／２

おいて，厚丸身が 2/3以下及び幅丸身が 1/2以下であるものが含まれる場合には，当該荷口の 5 %以 以下であるものが含まれる場合には、当該荷口の５％以下であること。

下でなければならない。

4.4.7 割れ 割 貫 木口面 長さが当該材の幅の1.5倍以下であること。この場合において、割れの深

4.4.7.1 貫通割れ れ 通 におけ さが当該材の厚さの１／２（乾燥材にあっては、３／４）を超えるもの

a) 木口面におけるもの 長さが当該材の幅の 1.5倍以下でなければならない。この場合において， 割 るもの は、貫通割れとみなす。

割れの深さが当該材の厚さの 1/2（乾燥材にあっては，“3/4”）を超えるものは，貫通割れとみな れ

す。 木口面 長さの合計が60cm以下であること。

b) 木口面以外の材面におけるもの 長さの合計が 60 cm以下でなければならない。 以外の

材面に

おける

もの

4.4.7.2 その他の割れ その他の割 長さの合計が90cm（乾燥材にあっては、135cm）以下又は当該材の長さの

a) 未乾燥材 長さの合計が 90 cm以下又は当該材の長さの 1/4以下でなければならない。 れ １／４（乾燥材にあっては、３／８）以下であること。
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b) 乾燥材 長さの合計が 135 cm以下又は当該材の長さの 3/8以下でなければならない。

4.4.8 曲がり 曲 が り 0.5％以下であること。

0.5 %以下でなければならない。

4.4.9 反り又はねじれ 反り又はねじれ 矢高が別表第２の(2)、(4)及び(6)に掲げる数値以下であること。

矢高が附属書 C 表 C.2，表 C.4 及び表 C.6 に掲げる数値以下でなければならない。

4.4.10 幅面の材縁部の品質 幅面の材縁部の 節、穴、腐れ等の強度を減少させる欠点（以下「強度低減欠点」という。）

強度低減欠点 の相当径比は，表 13 のMSR等級に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる数値以下で 品質 の相当径比は、表11のＭＳＲ等級に応じ、それぞれ強度低減欠点の相当4)

なければならない。なお，強度低減欠点 の一部が材縁部に接する場合には，これを含むものとする。 径比に掲げる数値以下であること。4)

注 節，穴，腐れ等の強度を減少させる欠点4)

表 13 －幅面の材縁部における強度低減欠点の相当径比 表11 幅面の材縁部における強度低減欠点の相当径比

MSR等級 強度低減欠点の相当径比 Ｍ Ｓ Ｒ 等 級 強度低減欠点の相当径比

900Fb-0.6Eから 900Fb-1.2Eまで 1/2 900Ｆｂ－0.6Ｅから900Ｆｂ－1.2Ｅまで １／２

1200Fb-0.7Eから 1450Fb-1.3Eまで 1/3 1200Ｆｂ－0.7Ｅから1450Ｆｂ－1.3Ｅま １／３

で

1500Fb-1.2Eから 1950Fb-1.7Eまで 1/4 1500Ｆｂ－1.3Ｅから1950Ｆｂ－1.7Ｅま １／４

で

2100Fb-1.8Eから 3300Fb-2.6Eまで 1/6 2100Ｆｂ－1.8Ｅから3300Ｆｂ－2.6Ｅま １／６

で

（注） 材縁部とは、幅方向のりょう線からの距離が「１／６×各等級

の強度低減欠点の相当径比×当該材の幅」により計算された数値以

下の部分をいい、強度低減欠点の一部が材縁部に接する場合には、

4.4.11 材の両端部の品質 これを含むものとする。

等級区分機による測定のできない，両端部における強度低減欠点 の相当径比が，中央部 にあるも 材の両端部の品 等級区分機による測定のできない両端部における強度低減欠点の相当径4) 5)

のの相当径比又は表 14 のMSR等級に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる数値より小さくなければ 質 比が、中央部（等級区分機による測定を行った部分をいう。）にあるもの

ならない。 の相当径比又は表12のＭＳＲ等級に応じ、それぞれ強度低減欠点の相当

注 等級区分機による測定を行った部分 径比に掲げる数値より小さいこと。5)

表 14 －材の両端部における強度低減欠点の相当径比 表12 材の両端部における強度低減欠点の相当径比

MSR等級 強度低減欠点の相当径比 Ｍ Ｓ Ｒ 等 級 強度低減欠点の相当径比

900Fb-0.6Eから 900Fb-1.2Eまで 1/2 900Ｆｂ－0.6Ｅから900Ｆｂ－1.2Ｅまで １／２

1200Fb-0.7Eから 1450Fb-1.3Eまで 1/3 1200Ｆｂ－0.7Ｅから1450Ｆｂ－1.3Ｅま １／３

で

1500Fb-1.2Eから 1950Fb-1.7Eまで 1/4 1500Ｆｂ－1.3Ｅから1950Ｆｂ－1.7Ｅま １／４

で

2100Fb-1.8Eから 3300Fb-2.6Eまで 1/6 2100Ｆｂ－1.8Ｅから3300Ｆｂ－2.6Ｅま １／６

で
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4.4.12 その他の欠点 そ の 他 の 欠 点 利用上支障のないこと。

利用上支障のないこと。

寸 法 １ 寸法型式が203、204、206、208、210又は212であること。

２ 第４条の甲種枠組材の規格の品質の寸法の基準の２を適用する。

表 表 示 事 項 １ 次の事項を一括して表示してあること。

示 (1) 品名

(2) 樹種名、樹種群又は同一樹種群内の複数の樹種名を表す文字

(3) ＭＳＲ等級

(4) 寸法型式名及び未乾燥材又は乾燥材の別を表す文字

(5) 長さ

(6) 製造業者又は販売業者の氏名又は名称その他製造業者又は販売業

者を表す文字

２ 引張り強度性能を表示するものにあっては、１に規定するもののほ

か、引張り強度性能を一括して表示してあること。

表 示 の 方 法 １ 表示事項の基準の１の(1)から(5)までに掲げる事項の表示は、次に

規定する方法により行われていること。

(1) 品名

「ＭＳＲ」と記載すること。

(2) 樹種名、樹種群又は同一樹種群内の複数の樹種名を表す文字

ア 樹種名を表示するものにあっては、別表第３の樹種の名称を記載

すること。

イ 樹種群を表示するものにあっては、同表の樹種群の略号を記載す

ること。

ウ 同一樹種群内の複数の樹種名を表示するものにあっては、同一荷

口に含まれる全ての樹種について、同表に掲げる樹種の名称を記載

し、その次に括弧を付して同表の樹種群の略号を記載すること。

(3) ＭＳＲ等級

曲げ強度性能の表６のＭＳＲ等級を記載すること。

(4) 寸法型式名及び未乾燥材又は乾燥材の別を表す文字

第３条の表１に掲げる寸法型式名に、未乾燥材にあっては「Ｇ」を、

乾燥材にあっては「Ｄ」の文字を付して記載すること。

(5) 長さ

長さは、mm、cm又はｍの単位を明記して記載すること。

２ 表示事項の基準の２により、引張り強度性能を表示する場合にあっ

ては、引張り強度性能（引張り強度性能を表示するものに限る。）の表

１の引張り強度性能を表示する。

３ 第４条の甲種枠組材の規格の表示の表示の方法の基準の３を適用す
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る。

表 示 禁 止 事 項 次に掲げる事項は、これを表示していないこと。

(1) 表示事項の項の規定により表示してある事項の内容と矛盾する用

語

(2) その他品質を誤認させるような文字、絵その他の表示
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4.5 たて枠用たて継ぎ材の規格 （たて枠用たて継ぎ材の規格）

たて枠用たて継ぎ材は，次の基準に適合しなければならない。 第７条 たて枠用たて継ぎ材の規格は、次のとおりとする。

区 分 基 準

品

質

4.5.1 寸法型式 （新設）

寸法型式が，204，206，304，404又は 204Wでなければならない。

4.5.2 寸法

表示された寸法と JAS 0600-2 の 5.1 寸法の測定試験の結果の差が 4.2.2 表 2 に掲げる数値以下でな

ければならない。

4.5.3 含水率

JAS 0600-2 の 5.2 含水率試験の結果，同一試料から採取した試験片の含水率の平均値が 19 %以下

でなければならない。ただし，“D15”と表示するものにあっては，試験片の含水率の平均値が 15 %
以下でなければならない。

4.5.4 接着の程度 接 着 の 程 度 別記の３の(4)の煮沸繰返し試験又は減圧加圧試験を行い、次の１及び

JAS 0600-2 の 5.3 煮沸繰り返し試験又は 5.4 減圧加圧試験の結果，次の基準に適合しなければなら ２の基準に適合すること。

ない。 １ フィンガーの長さが16mm以下の場合には、１サイクル終了時の剝

a) フィンガーの長さが 16 mm 以下の場合 離率が５％以下であること。ただし、その時の剝離率が5％を超えた

1) 1 サイクル終了時 剝離率が 5 %以下でなければならない。 場合には、更に２サイクルの処理を行い、その終了時の剝離率が10％

2) 追加の 2 サイクル終了時 剝離率が 10 %以下でなければならない。 以下であること。

b) フィンガーの長さが 16 mm 以上の場合 ２ フィンガーの長さが16mmを超える場合には、１サイクル終了時の

1) 1 サイクル終了時 平均剝離率が 5 %以下でなければならない。 平均剝離率が５％以下であること。ただし、その時の平均剝離率が５

2) 追加の 2 サイクル終了時 各試験片の剝離率が 15 %以下であり，かつ，平均剝離率が 10 %以 ％を超えた場合には、更に２サイクルの処理を行い、その終了時の各

下でなければならない。 試験片の剝離率が15％以下であり、かつ、平均剝離率が10％以下であ

ること。

含 水 率 別記の３の(1)の含水率試験を行い、同一試料から採取した試験片の含

水率の平均値が19％以下であること。

4.5.5 曲げ強度性能 曲 げ 強 度 性 能 別記の３の(6)の曲げ試験（たて継ぎ部）を行い、次の１及び２の基準

JAS 0600-2 の 5.6 曲げ試験（たて継ぎ部）の結果，次の基準に適合しなければならない。 に適合すること。

a) 曲げ試験（たて継ぎ部）に供する枠組壁工法構造用たて継ぎ材（以下“試験たて継ぎ材”という。） １ 曲げ試験（たて継ぎ部）に供する枠組壁工法構造用たて継ぎ材（以

の 95 %以上の曲げ強さが，フラットワイズ 及び寸法型式 204，304及び 404並びに 204Wのエ 下「試験たて継ぎ材」という。）の95％以上の曲げ強さが、フラット6)

ッジワイズ にあっては表 15 の曲げ強さの①の値，寸法型式 206のエッジワイズ にあっては同 ワイズ（幅の材面を上面にすることをいう。以下同じ。）及び寸法型7) 7)

表の曲げ強さの①の値に 0.84を乗じて得た値以上であること。 式204のエッジワイズ（厚さの材面を上面にすることをいう。以下同

注 幅の材面を上面にすることをいう。 じ。）にあっては表13の曲げ強さの①の値、寸法型式206のエッジワイ6)

注 厚さの材面を上面にすることをいう。 ズにあっては同表の曲げ強さの①の値に0.84を乗じて得た値以上であ7)

b) 試験たて継ぎ材の全ての曲げ強さが，フラットワイズ 及び寸法型式 204，304及び 404並びに ること。6)

204Wのエッジワイズ にあっては表 15 の曲げ強さの②の値，寸法型式 206のエッジワイズ に ２ 試験たて継ぎ材の全ての曲げ強さが、フラットワイズ及び寸法型7) 7)
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あっては同表の曲げ強さの②の値に 0.84を乗じて得た値以上であること。 式204のエッジワイズにあっては表13の曲げ強さの②の値、寸法型式2

06のエッジワイズにあっては同表の曲げ強さの②の値に0.84を乗じて

得た値以上であること。

表 15 －たて枠用たて継ぎ材の曲げ強さの基準 表13 たて枠用たて継ぎ材の曲げ強さの基準

単位 MPa又は N/mm2 樹 種 群 曲げ強さ（MPa又はＮ／mm2）

樹種群 曲げ強さ ① ②

① ②

DFir-L 10.8 9.6 DFir－Ｌ 10.8 9.6

Hem-Tam 6.1 5.4 Hem－Tam 6.1 5.4

Hem-Fir 10.1 9.0 Hem－Fir 10.1 9.0

S-P-F又は Spruce-Pine-Fir 10.1 9.0 Ｓ－Ｐ－Ｆ又はSpruce－Pine－Fi 10.1 9.0

r

W Cedar 7.4 6.6 Ｗ Cedar 7.4 6.6

SYP 8.8 7.8 ＳＹＰ 8.8 7.8

JS I 10.5 9.3 ＪＳⅠ 10.5 9.3

JS II 9.2 8.2 ＪＳⅡ 9.2 8.2

JS III 7.3 6.5 ＪＳⅢ 7.3 6.5

（注） 樹種群に対応する樹種は、別表第３による。

4.5.6 材面の品質 材 節 又 は 穴 第５条に規定する乙種枠組材の規格のスタンダードの品質の基準を適

4.3.4 表 7 のスタンダードの基準を適用する。 面 腐 れ 用する。

の 変 色

品 丸 身

質 割 れ

加工上の欠点

曲 が り

反り又はねじ

れ

髄（ラジアタ

パインに限

る｡）

繊維走向の傾

斜

その他の欠点

4.5.7 材料 材 料 たて継ぎされる木材が同一樹種群のもので構成されていること。

たて継ぎされる木材が，同一樹種群のもので構成されていなければならない。

4.5.8 たて継ぎ部の品質 た 節 又 は 穴 最大径が25㎜以下であること。

4.5.8.1 節又は穴 て

最大径が 25 mm以下でなければならない。 継
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4.5.8.2 丸身 ぎ 丸 身 厚丸身が１／２以下であること。

厚丸身が 1/2以下でなければならない。 部

4.5.8.3 やにつぼ や に つ ぼ 木口面に投影したときの面積が、木口面の面積の10％以下であること。

木口面に投影したときの面積が，木口面の面積の 10 %以下でなければならない。

4.5.8.4 段差 段 差 1.5㎜以下であること。

1.5 mm以下でなければならない。

4.5.8.5 フィンガージョイントの形状 フィンガーの フィンガーの長さが12mm以上であり、かつ、一方のひき板のフィンガ

フィンガージョイントの長さが 12 mm以上であり，かつ，一方のひき板のフィンガージョイント 形状 ーの先端と他方のひき板のフィンガーの底部の隙き間が、1.5mm以下で

の先端と他方のひき板のフィンガージョイントの底部の隙き間が，1.5 mm以下でなければならない。 あること。

寸 法 １ 寸法型式が204又は206であること。

２ 第４条の甲種枠組材の規格の品質の寸法の基準の２を適用する。

表 表 示 事 項 １ 次の事項を一括して表示してあること。

示 (1) 品名

(2) 樹種名、樹種群又は同一樹種群内の複数の樹種名を表す文字

(3) 寸法型式名

(4) 長さ

(5) 製造業者又は販売業者（輸入品にあっては、輸入業者。以下同

じ。）の氏名又は名称その他製造業者又は販売業者を表す文字

２ ホルムアルデヒドを含む接着剤を使用していないことを登録認証

機関又は登録外国認証機関が認めた場合にあっては、１に規定するも

ののほか、非ホルムアルデヒド系接着剤を使用している旨を表示する

ことができる。

表 示 の 方 法 １ 表示事項の基準の１の(1)から(4)までに掲げる事項の表示は、次

に規定する方法により行われていること。

(1) 品名

「たて枠用たて継ぎ材」又は「ＦＪ ＳＴＵＤ」と記載すること。

(2) 樹種名又は樹種群又は同一樹種群内の複数の樹種名を表す文字

ア 樹種名を表示するものにあっては、別表第３に掲げる樹種の名

称を記載すること。

イ 樹種群を表示するものにあっては、同表に掲げる樹種群の略号

を記載すること。

ウ 同一樹種群内の複数の樹種名を表示するものにあっては、同一

荷口に含まれる全ての樹種について、同表に掲げる樹種の名称を

記載し、その次に括弧を付して同表に掲げる樹種群の略号を記載

すること。

(3) 寸法型式名

第３条の表１に掲げる寸法型式名を記載すること。

(4) 長さ
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長さは、mm、cm又はｍの単位を明記して記載すること。

２ 表示事項の基準の２により、非ホルムアルデヒド系接着剤を使用

している旨の表示をする場合には、「非ホルムアルデヒド系接着剤使

用」と記載すること。

３ 表示事項の基準に規定する事項の表示は、材ごと（長さ表示にあ

っては、材ごと又は寸法が同一である各こりごと。）に見やすい箇所

に明瞭にしてあること。

表 示 禁 止 事 項 次に掲げる事項は、これを表示していないこと。

(1) 表示事項の項の規定により表示してある事項の内容と矛盾する

用語(2) その他品質を誤認させるような文字、絵その他の表示
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4.6 甲種たて継ぎ材の規格 （甲種たて継ぎ材の規格）

甲種たて継ぎ材は，次の基準に適合しなければならない。 第８条 甲種たて継ぎ材の規格は、次のとおりとする。

区 分 基 準

特 級 １ 級 ２ 級 ３ 級

品

質

4.6.1 寸法型式 （新設）

寸法型式が，203，204，206，208，210又は 212でなければならない。

4.6.2 寸法

表示された寸法と JAS 0600-2 の 5.1 寸法の測定試験の結果の差が 4.2.2 表 2 に掲げる数値以下でな

ければならない。

4.6.3 含水率

JAS 0600-2 の 5.2 含水率試験の結果，同一試料から採取した試験片の含水率の平均値が 19 %以下

でなければならない。ただし，“D15”と表示するものにあっては，試験片の含水率の平均値が 15 %
以下でなければならない。

4.6.4 接着の程度 接 着 の 程 度 前条のたて枠用たて継ぎ材の規格の品質の接着の程度の基準を適

4.5.4 に規定する，接着の程度の基準に適合しなければならない。 用する。

含 水 率 別記の３の(1)の含水率試験を行い、同一試料から採取した試験

片の含水率の平均値が19％以下であること。

4.6.5 曲げ強度性能 曲 げ 強 度 性 能 別記の３の(6)の曲げ試験（たて継ぎ部）を行い、次の１及び２

JAS 0600-2 の 5.6 曲げ試験（たて継ぎ部）の結果，次の基準に適合しなければならない。 の基準に適合すること。

a) 試験たて継ぎ材の 95 %以上の曲げ強さが，フラットワイズ 及び表 17 に掲げる寸法型式以外の １ 試験たて継ぎ材の95％以上の曲げ強さが、フラットワイズ及6)

エッジワイズ にあっては表 16 の曲げ強さの①の値，表 17 に掲げる寸法型式のエッジワイズ に び表15に掲げる寸法型式以外のエッジワイズにあっては表14の7) 7)

あっては表 16 の曲げ強さの①の値に表 17 に掲げる寸法型式に応じた係数を乗じて得た値以上で 曲げ強さの①の値、表15に掲げる寸法型式のエッジワイズにあ

あること。 っては表14の曲げ強さの①の値に表15に掲げる寸法型式に応じ

た係数を乗じて得た値以上であること。

２ 試験たて継ぎ材の全ての曲げ強さが、フラットワイズ及び表

b) 試験たて継ぎ材の全ての曲げ強さが，フラットワイズ 及び表 17 に掲げる寸法型式以外のエッジ 15に掲げる寸法型式以外のエッジワイズにあっては表14の曲げ6)

ワイズ にあっては表 16 の曲げ強さの②の値，表 17 に掲げる寸法型式のエッジワイズ にあって 強さの②の値、表15に掲げる寸法型式のエッジワイズにあって7) 7)

は表 16 の曲げ強さの②の値に表 17 に掲げる寸法型式に応じた係数を乗じて得た値以上であるこ は表14の曲げ強さの②の値に表15に掲げる寸法型式に応じた係

と。 数を乗じて得た値以上であること。

表 16 －甲種たて継ぎ材の曲げ強さの基準 表14 甲種たて継ぎ材の曲げ強さの基準

樹 種 群 等 級 曲げ強さ（MPa又はＮ／

単位 MPa又は N/mm2 mm2）
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樹種群 等級 曲げ強さ ① ②

① ②

DFir-L 特級 40.5 36.0 DFir－Ｌ 特級 40.5 36.0

1級 27.6 24.6 １級 27.6 24.6

2級 24.3 21.6 ２級 24.3 21.6

3級 14.2 12.6 ３級 14.2 12.6

Hem-Tam 特級 33.0 29.4 Hem－Tam 特級 33.0 29.4

1級 20.2 18.0 １級 20.2 18.0

2級 15.5 13.8 ２級 15.5 13.8

3級 9.4 8.4 ３級 9.4 8.4

Hem-Fir 特級 38.4 34.2 Hem－Fir 特級 38.4 34.2

1級 26.3 23.4 １級 26.3 23.4

2級 22.9 20.4 ２級 22.9 20.4

3級 13.5 12.0 ３級 13.5 12.0

S-P-F又は Spruce-Pine-Fir 特級 33.7 30.0 Ｓ－Ｐ－Ｆ又はSpru 特級 33.7 30.0

1級 24.9 22.2 ce－Pine－Fir １級 24.9 22.2

2級 24.3 21.6 ２級 24.3 21.6

3級 14.2 12.6 ３級 14.2 12.6

W Cedar 特級 26.3 23.4 Ｗ Cedar 特級 26.3 23.4

1級 18.9 16.8 １級 18.9 16.8

2級 18.2 16.2 ２級 18.2 16.2

3級 10.8 9.6 ３級 10.8 9.6

SYP 特級 43.8 39.0 ＳＹＰ 特級 43.8 39.0

1級 27.4 24.4 １級 27.4 24.4

2級 20.8 18.5 ２級 20.8 18.5

3級 11.9 10.6 ３級 11.9 10.6

JS I 特級 37.8 33.6 ＪＳⅠ 特級 37.8 33.6

1級 26.6 23.7 １級 26.6 23.7

2級 24.9 22.2 ２級 24.9 22.2

3級 14.5 12.9 ３級 14.5 12.9

JS II 特級 31.9 28.4 ＪＳⅡ 特級 31.9 28.4

1級 22.9 20.4 １級 22.9 20.4

2級 21.9 19.5 ２級 21.9 19.5

3級 12.7 11.3 ３級 12.7 11.3

JS III 特級 25.3 22.5 ＪＳⅢ 特級 25.3 22.5

1級 18.1 16.1 １級 18.1 16.1

2級 17.4 15.5 ２級 17.4 15.5

3級 10.1 9.0 ３級 10.1 9.0
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(注) 樹種群に対応する樹種は、別表第３による。

表 17 －甲種たて継ぎ材の寸法型式に応じた係数 表15 甲種たて継ぎ材の寸法型式に応じた係数

寸法型式 係数 寸法型式 係 数

206 0.84 206 0.84

208 0.75 208 0.75

210 0.68 210 0.68

212 0.63 212 0.63

4.6.6 材面の品質 材 節 又 は 穴 第４条に規定 第４条に規定 第４条に規定 第４条に規定

4.2.4 表 3 に規定する甲種枠組材の規格の各等級の材面の品質の基準に適合しなければならない。 面 腐 れ する甲種枠組 する甲種枠組 する甲種枠組 する甲種枠組

の 変 色 材の規格の特 材の規格の１ 材の規格の２ 材の規格の３

品 丸 身 級の品質の基 級の品質の基 級の品質の基 級の品質の基

質 割 れ 準を適用する。 準を適用する。 準を適用する。 準を適用する。

加 工 上 の 欠 点

曲 が り

反 り 又 は ね じ れ

平均年輪幅

（「Hem-Fir」，「S-P-

F又はSpruce-Pine -

Fir」，「SYP」，「JS

II」及び「JS III」

に該当する樹種を除

く。）

髄心部又は髄（ラジ

アタパインに限る。）

繊 維 走 向 の 傾 斜

そ の 他 の 欠 点

4.6.7 材料 材 料 １ たて継ぎされる木材が同一樹種群のもので構成されているこ

4.6.7.1 たて継ぎに使用する木材 と。

たて継ぎされる木材が，同一樹種群のもので構成されていなければならない。

4.6.7.2 接着剤

接着剤がレゾルシノール樹脂，レゾルシノール・フェノール共縮合樹脂又はこれと同等以上の性能 ２ 接着剤がレゾルシノール樹脂、フェノール・レゾルシノール

を有するものでなければならない。 共縮合樹脂又はこれと同等以上の性能を有するものであるこ

4.6.8 たて継ぎ部の品質 と。

4.6.8.1 節又は穴 た 節 又 は 穴 木口面に投影したときの面積が、木口面の面積の10％以下である

木口面に投影したときの面積が，木口面の面積の 10 %以下でなければならない。 て こと。

4.6.8.2 丸身 継

厚丸身が 1/2以下でなければならない。 ぎ 丸 身 厚丸身が１／２以下であること。
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部

4.6.8.3 やにつぼ や に つ ぼ ないこと。ただし、３級にあっては、木口面に投影したときの面

ないこと。ただし，3級にあっては，木口面に投影したときの面積が，木口面の面積の 10 %以下 積が、木口面の面積の10％以下であること。

でなければならない。

4.6.8.4 段差 段 差 1.5mm以下であること。ただし、３級にあっては、一方の段差が1.

1.5 mm以下でなければならない。ただし，3級にあっては，一方の段差が 1.5 mm以下であり，か 5mm以下であり、かつ、他方の段差が3mm以下であること。

つ，他方の段差が 3 mm以下でなければならない。

4.6.8.5 フィンガージョイントの形状 フィンガーの形状 フィンガーの長さが12mm以上であり、かつ、一方のひき板のフィ

フィンガージョイントの長さが 12 mm以上であり，かつ，一方のひき板のフィンガージョイント ンガーの先端と他方のひき板のフィンガーの底部の隙き間が、1.

の先端と他方のひき板のフィンガージョイントの底部の隙き間が，1.5 mm以下でなければならない。 5mm以下であること。

寸 法 １ 寸法型式が203、204、206、208、210又は212であること。

２ 第４条に規定する甲種枠組材の規格の品質の寸法の基準の２

を適用する。

表 表 示 事 項 前条に規定するたて枠用たて継ぎ材の規格の表示の表示事項の基

示 準を適用する。

表 示 の 方 法 １ 表示事項の基準において適用する前条のたて枠用たて継ぎ材

の規格の表示の表示事項の基準の１の(1)から(4)までに掲げる

事項の表示は、次に規定する方法により行われていること。

(1) 品名

「たて継ぎ材」又は「ＦＪ」と記載すること。

(2) 樹種名、樹種群又は同一樹種群内の複数の樹種名を表す

文字ア 樹種名を表示するものにあっては、別表第３に掲げ

る樹種の名称を記載すること。

イ 樹種群を表示するものにあっては、同表に掲げる樹種群

の略号を記載すること。

ウ 同一樹種群内の複数の樹種名を表示するものにあって

は、同一荷口に含まれる全ての樹種について、同表に掲げ

る樹種の名称を記載し、その次に括弧を付して同表に掲げ

る樹種群の略号を記載すること。

(3) 寸法型式名

第３条の表１に掲げる寸法型式名記載すること。

(4) 長さ

長さは、mm、cm又はｍの単位を明記して記載すること。

２ 表示事項の基準の２により、非ホルムアルデヒド系接着剤を

使用している旨の表示をする場合には、「非ホルムアルデヒド

系接着剤使用」と記載すること。

３ 表示事項の基準に規定する事項の表示は、材ごと（長さ表示

にあっては、材ごと又は寸法が同一である各こりごと。）に見
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やすい箇所に明瞭にしてあること。

表 示 禁 止 事 項 次に掲げる事項は、これを表示していないこと。

(1) 表示事項の項の規定により表示してある事項の内容と矛

盾する用語

(2) その他品質を誤認させるような文字、絵その他の表示
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4.7 乙種たて継ぎ材の規格 （乙種たて継ぎ材の規格）

乙種たて継ぎ材は，次の基準に適合しなければならない。 第９条 乙種たて継ぎ材の規格は、次のとおりとする。

区 分 基 準

コンストラクション スタンダード ユティリティ

品

質

4.7.1 寸法型式 （新設）

寸法型式が，203，204，304，404又は 204Wでなければならない。

4.7.2 寸法

表示された寸法と JAS 0600-2 の 5.1 寸法の測定試験の結果の差が 4.2.2 表 2 に掲げる数値以下でな

ければならない。

4.7.3 含水率

JAS 0600-2 の 5.2 含水率試験の結果，同一試料から採取した試験片の含水率の平均値が 19 %以下

でなければならない。ただし，“D15”と表示するものにあっては，試験片の含水率の平均値が 15 %
以下でなければならない。

4.7.4 接着の程度 接 着 の 程 度 第７条に規定するたて枠用たて継ぎ材の規格の品質の接着の程度の

4.5.4 に規定する，接着の程度の基準に適合しなければならない。 基準を適用する。

含 水 率 別記の３の(1)の含水率試験を行い、同一試料から採取した試験片

の含水率の平均値が19％以下であること。

4.7.5 曲げ強度性能 曲 げ 強 度 性 能 別記の３の(6)の曲げ試験（たて継ぎ部）を行い、次の１及び２の

JAS 0600-2 の 5.6 曲げ試験（たて継ぎ部）の結果，次の基準に適合しなければならない。 基準に適合すること。

a) 試験たて継ぎ材の 95 %以上の曲げ強さが表 18 の曲げ強さの①の値以上でなければならない。 １ 試験たて継ぎ材の95％以上の曲げ強さが表16の曲げ強さの①の

値以上であること。

b) 試験たて継ぎ材の全ての曲げ強さが表 18 の曲げ強さの②の値以上でなければならない。 ２ 試験たて継ぎ材の全ての曲げ強さが表16の曲げ強さの②の値以

上であること。

表 18 －乙種たて継ぎ材の曲げ強さの基準 表16 乙種たて継ぎ材の曲げ強さの基準

単位 MPa又は N/mm2 曲げ強さ

樹種群 等級 曲げ強さ 樹 種 群 等 級 （MPa又はＮ／mm２）

① ② ① ②

DFir-L コンストラクショ 18.2 16.2 DFir－Ｌ コンストラクショ 18.2 16.2

ン ン 10.8 9.6

スタンダード 10.8 9.6 スタンダード 4.7 4.2

ユティリティ 4.7 4.2 ユティリティ

Hem-Tam コンストラクショ 11.5 10.2 Hem－Tam コンストラクショ 11.5 10.2

ン ン 6.1 5.4

スタンダード 6.1 5.4 スタンダード 3.4 3.0

ユティリティ 3.4 3.0 ユティリティ

Hem-Fir コンストラクショ 17.5 15.6 Hem－Fir コンストラクショ 17.5 15.6
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ン ン 10.1 9.0

スタンダード 10.1 9.0 スタンダード

ユティリティ 4.7 4.2 ユティリティ 4.7 4.2

S-P-F又は Spruce-Pine-Fir コンストラクショ 18.2 16.2 Ｓ－Ｐ－Ｆ又は コンストラクショ 18.2 16.2

ン Spruce－Pine－ ン 10.1 9.0

スタンダード 10.1 9.0 Fir スタンダード 4.7 4.2

ユティリティ 4.7 4.2 ユティリティ

W Cedar コンストラクショ 13.5 12.0 Ｗ Cedar コンストラクショ 13.5 12.0

ン ン 7.4 6.6

スタンダード 7.4 6.6 スタンダード 4.0 3.6

ユティリティ 4.0 3.6 ユティリティ

SYP コンストラクショ 15.6 13.9 ＳＹＰ コンストラクショ 15.6 13.9

ン ン 8.8 7.8

スタンダード 8.8 7.8 スタンダード 4.2 3.7

ユティリティ 4.2 3.7 ユティリティ

JS I コンストラクショ 19.0 16.9 ＪＳⅠ コンストラクショ 19.0 16.9

ン ン 10.5 9.3

スタンダード 10.5 9.3 スタンダード 4.9 4.4

ユティリティ 4.9 4.4 ユティリティ

JS II コンストラクショ 16.6 14.8 ＪＳⅡ コンストラクショ 16.6 14.8

ン ン 9.2 8.2

スタンダード 9.2 8.2 スタンダード 4.4 3.9

ユティリティ 4.4 3.9 ユティリティ

JS III コンストラクショ 13.3 11.8 ＪＳⅢ コンストラクショ 13.3 11.8

ン ン 7.3 6.5

スタンダード 7.3 6.5 スタンダード 3.5 3.1

ユティリティ 3.5 3.1 ユティリティ

(注) 樹種群に対応する樹種は、別表第３による。

4.7.6 材面の品質 材 節 又 は 穴 第５条に規定する乙 第５条に規定する乙 第５条に規定する乙

4.3.4 表 7 に規定する乙種枠組材の規格の各等級の材面の品質の基準に適合しなければならない。 面 腐 れ 種枠組材の規格のコ 種枠組材の規格のス 種枠組材の規格のユ

の 変 色 ンストラクションの タンダードの品質の ティリティの品質の

品 丸 身 品質の基準を適用す 基準を適用する。 基準を適用する。

質 割 れ る。

加 工 上 の 欠 点

曲 が り

反 り又はねじれ

髄（ラジアタパイ
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ンに限る｡）

繊 維走向の傾斜

そ の 他 の 欠 点

4.7.7 材料 材 料 １ たて継ぎされる木材が同一樹種群のもので構成されているこ

4.7.7.1 たて継ぎに使用する木材 と。

たて継ぎされる木材が同一樹種群のもので構成されていなければならない。

4.7.7.2 接着剤

接着剤がレゾルシノール樹脂，レゾルシノール・フェノール共縮合樹脂又はこれと同等以上の性能 ２ 接着剤がレゾルシノール樹脂、フェノール・レゾルシノール共

を有するものでなければならない。 縮合樹脂又はこれと同等以上の性能を有するものであること。

4.7.8 たて継ぎ部の品質

4.7.8.1 節又は穴 た 節 又 は 穴 木口面に投影したときの面積が、木口面の面積の10％以下であるこ

木口面に投影したときの面積が，木口面の面積の 10 %以下でなければならない。 て と。

4.7.8.2 丸身 継

厚丸身が 1/2以下でなければならない。 ぎ 丸 身 厚丸身が１／２以下であること。

4.7.8.3 やにつぼ 部

木口面に投影したときの面積が，木口面の面積の 10 %以下でなければならない。 や に つ ぼ 木口面に投影したときの面積が、木口面の面積の10％以下であるこ

4.7.8.4 段差 と。

1.5 mm以下でなければならない。ただし，ユティリティにあっては，一方の段差が 1.5 mm以下で 段 差 1.5㎜以下であること。ただし、ユティリティにあっては、一方の

あり，かつ，他方の段差が 3 mm以下でなければならない。 段差が1.5㎜以下であり、かつ、他方の段差が３㎜以下であること。

4.7.8.5 フィンガージョイントの形状

フィンガージョイントの長さが 12 mm以上であり，かつ，一方のひき板のフィンガージョイント フィンガーの形状 フィンガーの長さが12mm以上であり、かつ、一方のひき板のフィン

の先端と他方のひき板のフィンガージョイントの底部の隙き間が，1.5 mm以下でなければならない。 ガーの先端と他方のひき板のフィンガーの底部の隙き間が、1.5mm

以下であること。

寸 法 １ 寸法型式が203又は204であること。

２ 第４条に規定する甲種枠組材の規格の品質の寸法の基準の２を

適用する。

表 示 第８条に規定する甲種たて継ぎ材の規格の表示の基準を適用する。
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4.8 MSR たて継ぎ材の規格 （ＭＳＲたて継ぎ材の規格）

MSRたて継ぎ材は，次の基準に適合しなければならない。 第10条 ＭＳＲたて継ぎ材の規格は、次のとおりとする。

区 分 基 準

品

質

4.8.1 寸法型式 （新設）

寸法型式が，203，204，206，208，210又は 212でなければならない。

4.8.2 寸法

表示された寸法と JAS 0600-2 の 5.1 寸法の測定試験の結果の差が 4.2.2 表 2 に掲げる数値以下でな

ければならない。

4.8.3 含水率

JAS 0600-2 の 5.2 含水率試験の結果，同一試料から採取した試験片の含水率の平均値が 19 %以下

でなければならない。ただし，“D15”と表示するものにあっては，試験片の含水率の平均値が 15 %
以下でなければならない。

4.8.4 接着の程度 接 着 の 程 度 第７条に規定するたて枠用たて継ぎ材の規格の品質の接着の程度の

4.5.4 に規定する，接着の程度の基準に適合しなければならない。 基準を適用する。

含 水 率 別記の３の(1)の含水率試験を行い、同一試料から採取した試験片

の含水率の平均値が19％以下であること。

4.8.5 曲げ強度性能 曲 げ 強 度 性 能 第６条に規定するＭＳＲ枠組材の規格の品質の曲げ強度性能の基準

JAS 0600-2 の 5.5 曲げ試験（MSR 区分）の結果，次の基準に適合しなければならない。 を適用する。

a) 曲げヤング係数の平均値が，4.4.4 表 8 のMSR等級に対応する，同表の曲げヤング係数①の数値

以上でなければならない。

b) 曲げヤング係数が，4.4.4 表 8 のMSR等級に対応する，同表の曲げヤング係数②の数値以上でな

ければならない。

c) 4.4.4 c)式(1)によって算出された荷重に至るまで破壊されないこと。

丸 身 第６条に規定するＭＳＲ枠組材の規格の品質の該当部分の基準を適

割 れ 用する。

曲 が り

反 り 又 は ね じ れ

幅面の材縁部の品質

そ の 他 の 欠 点

4.8.6 材料 材 料 １ たて継ぎに使用する材は、ＭＳＲ区分された同一樹種群のもの

4.8.6.1 たて継ぎに使用する木材 であって、第６条に規定するＭＳＲ枠組材の品質の曲げ強度性能

たて継ぎに使用する木材は，MSR区分された同一樹種群のものであって，4.4.4 に規定する曲げ強 の表６左欄に掲げるＭＳＲ等級が同一のものであり、かつ、同条

度性能のMSR等級が同一のものであり，かつ，4.4.11 に規定する材の両端部の品質の基準に適合す に規定するＭＳＲ枠組材の品質の材の両端部の品質の基準に適合

るものでなければならない。 するものであること。

4.8.6.2 接着剤 ２ 接着剤がレゾルシノール樹脂、フェノール・レゾルシノール共

接着剤はレゾルシノール樹脂，レゾルシノール・フェノール共縮合樹脂又はこれと同等以上の性能 縮合樹脂又はこれと同等以上の性能を有するものであること。
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を有するものでなければならない。

4.8.7 たて継ぎ部の品質 た 節 又 は 穴 木口面に投影したときの面積が、木口面の面積の10％以下であるこ

4.8.7.1 節又は穴 て と。

木口面に投影したときの面積が，木口面の面積の 10 %以下でなければならない。 継

4.8.7.2 丸身 ぎ 丸 身 厚丸身が１／２以下であること。

厚丸身が 1/2以下でなければならない。 部

4.8.7.3 やにつぼ や に つ ぼ ないこと。

ないこと。

4.8.7.4 段差 段 差 1.5㎜以下であること。

1.5 mm以下でなければならない。

4.8.7.5 フィンガージョイントの形状 フィンガーの形状 フィンガーの長さが12mm以上であり、かつ、一方のひき板のフィン

フィンガージョイントの長さが 12 mm以上であり，かつ，一方のひき板のフィンガージョイント ガーの先端と他方のひき板のフィンガーの底部の隙き間が、1.5mm

の先端と他方のひき板のフィンガージョイントの底部の隙き間が，1.5 mm以下でなければならない。 以下であること。

寸 法 １ 寸法型式が203、204、206、208、210又は212であること。

２ 第４条に規定する甲種枠組材の規格の品質の寸法の基準の２を

適用する。

表 表 示 事 項 １ 次の事項を一括して表示してあること。

示 (1) 品名

(2) 樹種名、樹種群又は同一樹種群内の複数の樹種名を表す文

字

(3) ＭＳＲ等級

(4) 寸法型式名

(5) 長さ

(6) 製造業者又は販売業者の氏名又は名称その他製造業者又は

販売業者を表す文字

２ ホルムアルデヒドを含む接着剤を使用していないことを登録認

証機関又は登録外国認証機関が認めた場合にあっては、１に規定

するもののほか、非ホルムアルデヒド系接着剤を使用している旨

を表示することができる。

表 示 の 方 法 １ 表示事項の基準の１の(1)から(5)までに掲げる事項の表示は、

次に規定する方法により行われていること。

(1) 品名

「ＭＳＲたて継ぎ材」又は「ＦＪ－ＭＳＲ」と記載すること。

(2) 樹種名、樹種群又は同一樹種群内の複数の樹種名を表す文

字

ア 樹種名を表示するものにあっては、別表第３に掲げる樹種

の名称を記載すること。

イ 樹種群を表示するものにあっては、同表に掲げる樹種群の
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略号を記載すること。

ウ 同一樹種群内の複数の樹種名を表示するものにあっては、

同一荷口に含まれる全ての樹種について、同表に掲げる樹種

の名称を記載し、その次に括弧を付して同表に掲げる樹種群

の略号を記載すること。

(3) ＭＳＲ等級

第６条の表６のＭＳＲ等級を記載すること。

(4) 寸法型式名

第３条の表１に掲げる寸法型式名を記載すること。

(5) 長さ

長さは、mm、cm又はｍの単位を明記して記載すること。

２ 表示事項の基準の２により、非ホルムアルデヒド系接着剤を使

用している旨の表示をする場合には、「非ホルムアルデヒド系接

着剤使用」と記載すること。

３ 表示事項の基準に規定する事項の表示は、材ごと（長さ表示に

あっては、材ごと又は寸法が同一である各こりごと。）に見やす

い箇所に明瞭にしてあること。

表 示 禁 止 事 項 次に掲げる事項は、これを表示していないこと。

(1) 表示事項の項の規定により表示してある事項の内容と矛盾

する用語

(2) その他品質を誤認させるような文字、絵その他の表示
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5 表示

5.1 表示事項

5.1.1 甲種枠組材及び乙種枠組材の表示事項

a) 次の事項を一括して表示しなければならない。

1) 樹種名，樹種群又は同一樹種群内の複数の樹種名を表す文字

2) 寸法型式名及び未乾燥材又は乾燥材の別を表す文字

3) 長さ

4) 製造業者又は販売業者 の氏名又は名称その他製造業者又は販売業者 を表す文字8) 8)

注 輸入品にあっては，輸入業者8)

b) 保存処理を施した旨を表示するものにあっては，a)に規定するもののほか，性能区分及び使用し

た木材保存剤を一括して記載しなければならない。

5.1.2 MSR 枠組材の表示事項

a) 次に掲げる事項を一括して表示しなければならない。

1) 品名

2) 樹種名，樹種群又は同一樹種群内の複数の樹種名を表す文字

3) MSR等級

4) 寸法型式名及び未乾燥材又は乾燥材の別を表す文字

5) 長さ

6) 製造業者又は販売業者 の氏名又は名称その他製造業者又は販売業者 を表す文字8) 8)

b) 引張り強度性能を表示するものにあっては，a)に規定するもののほか，引張り強度性能を一括し

て記載しなければならない。

5.1.3 たて枠用たて継ぎ材，甲種たて継ぎ材及び乙種たて継ぎ材の表示事項

a) 次の事項を一括して表示しなければならない。

1) 品名

2) 樹種名，樹種群又は同一樹種群内の複数の樹種名を表す文字

3) 寸法型式名

4) 長さ

5) 製造業者又は販売業者 の氏名又は名称その他製造業者又は販売業者 を表す文字8) 8)

b) ホルムアルデヒドを含む接着剤を使用していないことを登録認証機関又は登録外国認証機関が認

めた場合にあっては，a)に規定するもののほか，非ホルムアルデヒド系接着剤を使用している旨

を表示してもよい。

5.1.4 MSR たて継ぎ材の表示事項

a) 次に掲げる事項を一括して表示しなければならない。

1) 品名

2) 樹種名，樹種群又は同一樹種群内の複数の樹種名を表す文字

3) MSR等級

4) 寸法型式名

5) 長さ
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6) 製造業者又は販売業者 の氏名又は名称その他製造業者又は販売業者 を表す文字8) 8)

b) ホルムアルデヒドを含む接着剤を使用していないことを登録認証機関又は登録外国認証機関が認

めた場合にあっては，a)に規定するもののほか，非ホルムアルデヒド系接着剤を使用している旨

を表示してもよい。

5.2 表示の方法

5.2.1 甲種枠組材及び乙種枠組材の表示の方法

5.2.1.1 5.1.1 a)に掲げる事項の表示は，次に規定する方法によって行われなければならない。

a) 樹種名，樹種群又は同一樹種群内の複数の樹種名を表す文字

1) 樹種名を表示するもの 附属書 D に掲げる樹種の名称 を記載しなければならない。9)

注 附属書 D に掲げる樹種以外のものにあっては，その樹種の一般名。9)

2) 樹種群を表示するもの 附属書 D に掲げる樹種群の略号を記載しなければならない。

3) 同一樹種群内の複数の樹種名を表示するもの 同一荷口に含まれる全ての樹種について，附属

書 D に掲げる樹種の名称 を記載し，その次に括弧を付して同表に掲げる樹種群の略号を記載9)

しなければならない。

b) 寸法型式名及び未乾燥材又は乾燥材の別を表す文字 4.1 に掲げる寸法型式名に，未乾燥材にあ

っては“G”を，乾燥材にあっては“D”の文字を付して記載しなければならない。ただし，乾

燥材のうち，含水率が 15 %以下のものにあっては，“D15”と記載してもよい。

c) 長さ mm，cm又は mの単位を明記して記載しなければならない。

5.2.1.2 保存処理

5.1.1 b)の表示は，次に規定する方法によって行われなければならない。

a) 性能区分 K1のものにあっては“保存処理 K1”と，K2のものにあっては“保存処理 K2”と，K3
のものにあっては“保存処理 K3”と，K4のものにあっては“保存処理 K4”と，K5のものにあ

っては“保存処理 K5”と記載しなければならない。

b) 使用した木材保存剤 4.2.6.1 表 4 に掲げる薬剤名又は記号をもって記載しなければならない。

5.2.2 MSR 枠組材の表示の方法

5.2.2.1 5.1.2 a)に掲げる事項の表示は，次に規定する方法によって行われなければならない。

a) 品名 “MSR”と記載しなければならない。

b) 樹種名，樹種群又は同一樹種群内の複数の樹種名を表す文字

1) 樹種名を表示するもの 附属書 D に掲げる樹種の名称 を記載しなければならない。9)

2) 樹種群を表示するもの 附属書 D に掲げる樹種群の略号を記載しなければならない。

3) 同一樹種群内の複数の樹種名を表示するもの 同一荷口に含まれる全ての樹種について，附属

書 D に掲げる樹種の名称 を記載し，その次に括弧を付して同表に掲げる樹種群の略号を記載9)

しなければならない。

c) MSR 等級 4.4.4 表 8 のMSR等級を記載しなければならない。

d) 寸法型式名及び未乾燥材又は乾燥材の別を表す文字 4.1 に掲げる寸法型式名に，未乾燥材にあ

っては“G”を，乾燥材にあっては“D”の文字を付して記載しなければならない。ただし，乾燥

材のうち，含水率が 15 %以下のものにあっては，“D15”と記載してもよい。

e) 長さ mm，cm又は mの単位を明記して記載しなければならない。
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5.2.2.2 引張り強度性能

5.1.2 b)の表示は，4.4.5 表 11 の引張り強度性能を表示しなければならない。

5.2.3 たて枠用たて継ぎ材の表示の方法

5.2.3.1 5.1.3 a)に掲げる事項の表示は，次に規定する方法によって行われなければならない。

a) 品名 “たて枠用たて継ぎ材”又は“FJ STUD”と記載しなければならない。

b) 樹種名，樹種群又は同一樹種群内の複数の樹種名を表す文字

1) 樹種名を表示するもの 附属書 D に掲げる樹種の名称 を記載しなければならない。9)

2) 樹種群を表示するもの 附属書 D に掲げる樹種群の略号を記載しなければならない。

3) 同一樹種群内の複数の樹種名を表示するもの 同一荷口に含まれる全ての樹種について，附属

書 D に掲げる樹種の名称 を記載し，その次に括弧を付して同表に掲げる樹種群の略号を記載9)

しなければならない。

c) 寸法型式名 4.1 に掲げる寸法型式名を記載しなければならない。ただし，含水率が 15 %以下の

ものにあっては，寸法型式名に“D15”の文字を付して記載してもよい。

d) 長さ mm，cm又は mの単位を明記して記載しなければならない。

5.2.3.2 非ホルムアルデヒド系接着剤を使用している旨の表示をする場合

5.1.3 b)によって，非ホルムアルデヒド系接着剤を使用している旨の表示をする場合には，“非ホル

ムアルデヒド系接着剤使用”と記載しなければならない。

5.2.4 甲種たて継ぎ材及び乙種たて継ぎ材の表示の方法

5.2.4.1 5.1.3 a)に掲げる事項の表示は，次に規定する方法によって行われなければならない。

a) 品名 “たて継ぎ材”又は“FJ”と記載しなければならない。

b) 樹種名，樹種群又は同一樹種群内の複数の樹種名を表す文字

1) 樹種名を表示するもの 附属書 D に掲げる樹種の名称 を記載しなければならない。9)

2) 樹種群を表示するもの 附属書 D に掲げる樹種群の略号を記載しなければならない。

3) 同一樹種群内の複数の樹種名を表示するもの 同一荷口に含まれる全ての樹種について，附属

書 D に掲げる樹種の名称 を記載し，その次に括弧を付して同表に掲げる樹種群の略号を記載9)

しなければならない。

c) 寸法型式名 4.1 に掲げる寸法型式名を記載しなければならない。ただし，含水率が 15 %以下の

ものにあっては，寸法型式名に“D15”の文字を付して記載してもよい。

d) 長さ mm，cm又は mの単位を明記して記載しなければならない。

5.2.4.2 非ホルムアルデヒド系接着剤を使用している旨の表示をする場合

5.1.3 b)によって，非ホルムアルデヒド系接着剤を使用している旨の表示をする場合には，“非ホル

ムアルデヒド系接着剤使用”と記載しなければならない。

5.2.5 MSR たて継ぎ材の表示の方法

5.2.5.1 5.1.4 a)に掲げる事項の表示は，次に規定する方法によって行われなければならない。

a) 品名 “MSRたて継ぎ材”又は“FJ-MSR”と記載しなければならない。

b) 樹種名，樹種群又は同一樹種群内の複数の樹種名を表す文字

1) 樹種名を表示するもの 附属書 D に掲げる樹種の名称 を記載しなければならない。9)

2) 樹種群を表示するもの 附属書 D に掲げる樹種群の略号を記載しなければならない。
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3) 同一樹種群内の複数の樹種名を表示するもの 同一荷口に含まれる全ての樹種について，附属

書 D に掲げる樹種の名称 を記載し，その次に括弧を付して同表に掲げる樹種群の略号を記載し9)

なければならない。

c) MSR 等級 4.4.4 表 8 のMSR等級を記載しなければならない。

d) 寸法型式名 4.1 に掲げる寸法型式名を記載しなければならない。ただし，含水率が 15 %以下の

ものにあっては，寸法型式名に“D15”の文字を付して記載してもよい。

e) 長さ mm，cm又は mの単位を明記して記載しなければならない。

5.2.5.2 非ホルムアルデヒド系接着剤を使用している旨の表示をする場合

5.1.4 b)によって，非ホルムアルデヒド系接着剤を使用している旨の表示をする場合には，“非ホル

ムアルデヒド系接着剤使用”と記載しなければならない。

5.2.6 表示箇所

5.2 の表示は，材ごと に見やすい箇所に明瞭にしなければならない。10)

注 長さ表示にあっては，材ごと又は寸法が同一である各こりごとに明瞭にしなければならない。10)

5.3 表示禁止事項

次に掲げる事項は，これを表示してはならない。

a) 5.1 の規定によって表示してある事項の内容と矛盾する用語

b) その他品質を誤認させるような文字，絵その他の表示
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附属書 A （新設）

（規定）

試験試料の採取・試験結果の判定

A.1 試験試料の採取

A.1.1 枠組壁工法構造用製材

a) JAS 0600-2 の 5.1 寸法の測定試験 5.1 寸法の測定試験に供する枠組壁工法構造用製材（以下“

試料枠組材”という。）は，枠組壁工法構造用製材の 1荷口から 10本の試料枠組材を無作為に採

取するものとする。ただし，再試験を行う場合には，20本の試料枠組材を採取したものにより

行うものとする。

b) JAS 0600-2 の 5.2 含水率試験 5.2 含水率試験に供する試験片は，枠組壁工法構造用製材の 1荷
口から 5本を無作為に抽出し，その試料枠組材から採取するものとする。ただし，再試験を行う

場合には，10本の試料枠組材から採取する試験片により行うものとする。

c) JAS 0600-2 の 5.8 浸潤度試験及び 5.9 吸収量試験 5.8 浸潤度試験及び 5.9 吸収量試験に供する試

料枠組材は，1荷口から表 A.1 の左欄に掲げる本数に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる本数の

試料枠組材を無作為に抽出するものとする。ただし，枠組壁工法構造用製材の樹種及び枠組壁工

法構造用製材に対する薬剤の浸潤の仕様が特定しており，5.8 浸潤度試験（切断により試験片を

採取する場合に限る。）の結果，薬剤の浸潤度の判定を客観的に行うことができると登録認証機

関又は登録外国認証機関が認めた場合（ほう素化合物系保存処理薬剤で処理されたものは除く。）

には，表 A.2 によることができる。

表 A.1 －浸潤度試験及び吸収量試験における試験片を切断により採取する場合の抽出本数

単位 本

荷口の枠組壁工法構造用製材の本数 試料枠組材の本数b)

1 000以下 2
1 001以上 2 000以下 3
2 001以上 3 000以下 4
3 001以上 4 000以下 5
4 001以上 6 000以下 6
6 001以上 8 000以下 7
8 001以上 10 000以下 8a)

注 荷口が 10 000本を超える場合には，1荷口がそれぞa)

れ 10 000本以下となるように分割する。

注 浸潤度試験の再試験を行う場合には，右欄に掲げるb)

本数の 2倍の試料枠組材を抽出する。

表 A.2 －浸潤度試験及び吸収量試験における試験片を生長錐により採取する場合の抽出本数

単位 本

荷口の枠組壁工法構造用製材の本数 試料枠組材の本数b)
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1 000以下 8
1 001以上 2 000以下 12
2 001以上 3 000以下 16
3 001以上 4 000以下 20
4 001以上 6 000以下 24
6 001以上 8 000以下 28
8 001以上 10 000以下 32a)

注 荷口が 10 000本を超える場合には，1荷口がそれぞa)

れ 10 000本以下となるように分割する。

注 浸潤度試験の再試験を行う場合には，右欄に掲げるb)

本数の 2倍の試料枠組材を抽出する。

d) JAS 0600-2 の 5.5 曲げ試験（MSR 区分）及び 5.7 引張り試験 5.5 曲げ試験（MSR 区分）MSR
枠組材及び 5.7 引張り試験MSR枠組材（以下“試験MSR枠組材”という。）の抽出は，それぞれ

の試験ごとに，荷口の大きさにかかわらず 28本又は 53本を無作為に抽出するものとする。

A.1.2 枠組壁工法構造用たて継ぎ材

a) JAS 0600-2 の 5.1 寸法の測定試験 5.1 寸法の測定試験に供する枠組壁工法構造用たて継ぎ材（以

下“試料たて継ぎ材”という。）は，枠組壁工法構造用たて継ぎ材の 1荷口から 10本の試料たて

継ぎ材を無作為に採取するものとする。ただし，再試験を行う場合には，20本の試料たて継ぎ

材を採取したものにより行うものとする。

b) JAS 0600-2 の 5.2 含水率試験，5.3 煮沸繰返し試験，5.4 減圧加圧試験及び 5.6 曲げ試験（たて継

ぎ部） 5.2 含水率試験，5.3 煮沸繰返し試験及び 5.4 減圧加圧試験に供する試験片を切り取る試

料たて継ぎ材又は 5.6 曲げ試験（たて継ぎ部）に供する試料たて継ぎ材又は 5.6 曲げ試験（たて継

ぎ部）に供する枠組壁工法構造用たて継ぎ材（以下“試験たて継ぎ材”という。）の抽出は，表 A.3 の

左欄に掲げる枠組壁工法構造用たて継ぎ材の本数に応じ，1荷口からそれぞれ同表の右欄に掲げ

る本数を無作為に抽出する方法によるものとする。ただし，試料たて継ぎ材については，曲げ試

験（たて継ぎ部）を行った後の試験たて継ぎ材を利用することができるものとする。

表 A.3 －含水率試験，煮沸繰返し試験，減圧加圧試験及び曲げ試験（たて継ぎ部）における抽出本数

単位 本

荷口の枠組壁工法構造用たて 試料たて継ぎ材又は試験たて継ぎ材の本数a)

継ぎ材の本数 試料たて継ぎ材の本数 試験たて継ぎ材の本数

2 000以下 20 40
2 001以上 5 000以下 25 50
5 001以上 15 000以下 30 60
15 001以上 40 000以下 40 80
40 001以上 50 100
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注 含水率試験，煮沸繰返し試験及び減圧加圧試験において再試験を行う場合，a)

右欄に掲げる試料たて継ぎ材の本数の 2倍の試料たて継ぎ材を抽出する。

c) JAS 0600-2 の 5.5 曲げ試験（MSR 区分） 5.5 曲げ試験（MSR 区分）に供するMSRたて継ぎ材

（以下“曲げ試験MSRたて継ぎ材”という。）の抽出は，荷口の大きさにかかわらず 28本又は 53
本を無作為に抽出するものとする。

A.2 試験結果の判定

A.2.1 枠組壁工法構造用製材の判定

a) JAS 0600-2 の 5.1 寸法の測定試験，5.2 含水率試験及び 5.8 浸潤度試験 5.1 寸法の測定試験，5.2
含水率試験及び 5.8 浸潤度試験にあっては，1荷口から抽出された試料枠組材のうち，当該試験

に係る基準に適合するものの数がその 90 %以上であるときは，その荷口の枠組壁工法構造用製

材は，当該試験に合格したものとし，70 %未満であるときは，不合格とする。適合するものの数

が 70 %以上 90 %未満であるときは，その荷口の枠組壁工法構造用製材について改めて当該試験

に要する試料枠組材を抽出して再試験を行い，その結果，適合するものの数が 90 %以上である

ときは，当該試験に合格したものとし，90 %未満であるときは，不合格とする。

b) JAS 0600-2 の 5.5 曲げ試験（MSR 区分），5.7 引張り試験及び 5.9 吸収量試験 5.5 曲げ試験（MSR
区分），5.7 引張り試験及び 5.9 吸収量試験にあっては，1荷口から抽出された試料枠組材又は試

験MSR枠組材が当該試験に係る基準に適合する場合には，当該試験に合格したものとし，それ

以外の場合は，不合格とする。

A.2.2 枠組壁工法構造用たて継ぎ材の判定

a) JAS 0600-2 の 5.1 寸法の測定試験，5.2 含水率試験，5.3 煮沸繰返し試験及び 5.4 減圧加圧試験 5.1
寸法の測定試験，5.2 含水率試験，5.3 煮沸繰返し試験及び 5.4 減圧加圧試験にあっては，1荷口

から抽出された試料たて継ぎ材から切り取られた試験片のうち，当該試験に係る基準に適合する

ものの数が当該試験に係る総数の 90 %以上であるときは，その荷口の枠組壁工法構造用たて継

ぎ材は，当該試験に合格したものとし，70 %未満であるときは，不合格とする。適合するものの

数が 70 %以上 90 %未満であるときは，その荷口の枠組壁工法構造用たて継ぎ材について，改め

て当該試験に要する試料たて継ぎ材を抽出して再試験を行い，その結果，適合するものの数が 90
%以上であるときは，当該試験に合格したものとし，90 %未満であるときは，不合格とする。

b) JAS 0600-2 の 5.5 曲げ試験（MSR 区分）及び 5.6 曲げ試験（たて継ぎ部） 5.5 曲げ試験（MSR
区分）及び 5.6 曲げ試験（たて継ぎ部）にあっては，1荷口から抽出された試験たて継ぎ材が，

当該試験に係る基準に適合する場合，合格したものとし，それ以外の場合は，不合格とする。
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附属書 B （新設）

（規定）

節及び穴の品質

B.1 甲種枠組材及び甲種たて継ぎ材の節及び穴の基準は，表 B.1 による。

表 B.1 －甲種枠組材及び甲種たて継ぎ材の節及び穴の基準

単位 mm
寸法型式 区分

特級 1級 2級 3級
節(不健 穴(不 節(不健 穴(不 節 穴 節 穴

全な節 健全 全な節 健全

を除 な節 を除 な節

く。) を含 く。) を含

中 材 む。) 中 材 む。) 中 材 中 材

央 縁 央 縁 央 縁 央 縁

部 部 部 部 部 部 部 部

104 22 19 19 38 25 25 51 32 32 64 44 44
106 48 29 25 57 38 32 73 48 38 95 70 51
203 13 13 13 19 19 19 22 22 22 32 32 32
204 22 19 19 38 25 25 51 32 32 64 44 44a)

205 38 25 22 48 32 29 60 41 35 76 57 48
206 48 29 25 57 38 32 73 48 38 95 70 51
208 57 38 32 70 51 38 89 64 51 114 89 64
210 67 48 32 83 64 38 108 83 64 140 114 76
212 76 57 32 95 76 38 121 95 76 165 140 89
304 22 19 19 38 25 25 51 32 32 64 44 44
306 48 29 25 57 38 32 73 48 38 95 70 51
404 22 22 19 38 38 25 51 51 32 64 64 44
405 38 25 22 48 32 29 60 41 35 76 57 48
406 48 29 25 57 38 32 73 48 38 95 70 51
408 57 38 32 70 51 38 89 64 51 114 89 64

注記 節の一部が材縁部に接する場合は，材縁部の数値を適用する。

注 “204W”については，“204”の基準を適用する。a)

B.2 乙種枠組材，たて枠用たて継ぎ材及び乙種たて継ぎ材の節及び穴の基準は，表 B.2 による。

表 B.2 －乙種枠組材，たて枠用たて継ぎ材及び乙種たて継ぎ材節及び穴の基準

単位 mm
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寸法型式 区分

コンストラクション スタンダード ユティリティ

節（不健 穴（不健 節 穴 節 穴

全な節を 全な節を

除く。） 含む。）

203 32 19 38 25 51 32
204 38 25 51 32 64 38
205
206
304
306
404
405
406
408
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附属書 C （新設）

（規定）

そり及びねじれ

C.1 反りの基準

C.1.1 甲種枠組材特級及び 1級並びに乙種枠組材コンストラクションの反りの最大矢高の基準は，

表 C.1 による。

表 C.1 －特級及び 1 級並びにコンストラクションの反りの最大矢高の基準値

単位 mm
寸法型式 材の長さ

（m）
2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2
以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上

2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2
未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満

203 5 6 13 14 19 24 26 29 33 38
104 5 6 10 13 16 19 21 26 31 35
204a)

304
106 3 6 8 11 14 17 19 24 29 33
205
206
306
405
406
208 2 5 6 10 13 14 16 19 24 29
408
210 2 3 6 10 11 13 14 17 19 24
212 2 2 5 7 10 11 13 14 16 21

注記 404の最大矢高の基準値は，“曲がり”の基準値（材の長さの 0.2 %）とする。

注 “204W”については，“204”の基準を適用する。a)

C.1.2 甲種枠組材 2級，乙種枠組材スタンダード及びMSR枠組材の反りの最大矢高の基準は，表 C.2
による。

表 C.2 － 2 級，スタンダード及び MSR 枠組材の反りの最大矢高の基準値

単位 mm
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寸法型式 材の長さ

（m）
2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2
以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上

2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2
未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満

203 6 10 16 19 25 32 35 38 44 51
104 6 10 13 17 22 25 29 35 41 48
204a)

304
106 5 8 11 16 19 22 25 32 38 44
205
206
306
405
406
208 3 6 10 13 16 19 22 25 32 38
408
210 2 5 6 11 13 16 19 22 25 32
212 2 3 5 10 10 13 16 19 22 25

注記 404の最大矢高の基準値は，“曲がり”の基準値（材の長さの 0.5 %）とする。

注 “204W”については，“204”の基準を適用する。a)

C.1.3 甲種枠組材 3級及び乙種枠組材ユティリティの反りの最大矢高の基準は，表 C.3 による。

表 C.3 － 3 級及びユティリティの反りの最大矢高の基準値

単位 mm
寸法型式 材の長さ

（m）
2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2
以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上

2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2
未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満

203 10 13 25 29 38 48 52 57 67 76
104 10 13 19 25 32 38 41 52 62 70
204a)

304
106 6 13 16 22 29 35 38 48 57 67
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205
206
306
405
406
208 5 10 13 21 25 29 32 38 48 57
408
210 3 6 11 19 22 25 29 33 38 48
212 3 5 10 14 19 22 25 29 32 41

注記 404の最大矢高の基準値は，“曲がり”の基準値（材の長さの 0.5 %）とする。

注 “204W”については，“204”の基準を適用する。a)

C.1.4 幅反りの最大矢高の基準は，表 C.4 による。

表 C.4 －幅反りの最大矢高の基準値

単位 mm
寸法型式 等級

特級，1級，コン 2級，スタンダー 3級，ユティリテ

ストラクション ド，MSR枠組材 ィ

203 1 1 1
104 1 1 2
204a)

304
404
106 2 2 3
205
206
306
405
406
208 2 3 5
408
210 3 5 6
212 5 6 10

注 “204W”については，“204”の基準を適用する。a)

C.2 ねじれの基準

C.2.1 甲種枠組材特級及び 1級並びに乙種枠組材コンストラクションのねじれの基準は，表 C.5 に
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よる。

表 C.5 －特級及び 1 級並びにコンストラクションのねじれの最大矢高の基準値

単位 mm
寸法型式 材の長さ

（m）
1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0
以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上

1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0
未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満

203 5 6 10 11 14 16 19 21 24
104
204a)

304
404
106 6 10 14 17 21 24 29 32 35
205
206
306
405
406
208 10 14 19 24 29 33 38 43 48
408
210 11 17 24 30 35 41 48 54 59
212 14 21 29 35 43 49 57 64 71

注 “204W”については，“204”の基準を適用する。a)

C.2.2 甲種枠組材 2級，乙種枠組材スタンダード及びMSR枠組材のねじれの基準は，表 C.6 による。

表 C.6 － 2 級，スタンダード及び MSR 枠組材のねじれの最大矢高の基準値

単位 mm
寸法型式 材の長さ

（m）
1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0
以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上

1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0
未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満

203 6 10 13 16 19 22 25 29 32
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104
204a)

304
404
106 10 13 19 22 29 32 38 41 48
205
206
306
405
406
208 13 19 25 32 38 44 51 57 64
408
210 16 22 32 38 48 54 64 70 79
212 19 29 38 48 57 67 76 86 95

注 “204W”については，“204”の基準を適用する。a)

C.2.3 甲種枠組材 3級及び乙種枠組材ユティリティのねじれの基準は，表 C.7 による。

表 C.7 － 3 級及びユティリティのねじれの最大矢高の基準値

単位 mm
寸法型式 材の長さ

（m）
1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0
以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上

1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0
未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満

203 10 13 19 22 29 32 38 41 48
104
204a)

304
404
106 13 19 29 35 41 48 57 64 70
205
206
306
405
406
208 19 29 38 48 57 67 76 86 95
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408
210 22 35 48 60 70 83 95 108 117
212 29 41 57 70 86 98 114 127 143

注 “204W”については，“204”の基準を適用する。a)
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附属書 D （新設）

（規定）

樹種及び樹種群の略号

D.1 樹種及び樹種群

樹種及び樹種群の略号は，表 D.1 による。

表 D.1 －樹種群の略号

樹種群の略号 樹種

D Fir-L アカマツ，ウェスタンラーチ，クロマツ，ダグラスファー，ダフリカカラマツその

他これらに類するもの

Hem-Tam イースタンヘムロック，タイワンヒノキ，タマラック，パシフィックコーストイエ

ローシーダー，ヒバ，ベイヒその他これらに類するもの

Hem-Fir アムビリスファー，グランドファー，ツガ，パシフィックコーストヘムロックその

他これらに類するもの

S-P-F又は アルパインファー，エゾマツ，エンゲルマンスプルース，オウシュウアカマツ，コ

Spruce-Pine-Fi ーストシトカスプルース，ジャックパイン，トドマツ，バルサムファー，ブラック

r スプルース，ホワイトスプルース，ポンデローサパイン，メルクシマツ，モミ，ラ

ジアタパイン，レッドスプルース，ロッジポールパインその他これらに類するもの

W Cedar アガチス，ウェスタンホワイトパイン，ウェスタンレッドシーダー，サイプレスパ

イン，ベニマツ，レッドパインその他これらに類するもの

SYP ショートリーフパイン，スラッシュパイン，ロブロリーパイン，ロングリーフパイ

ンその他これらに類するもの

JS I ヒノキその他これに類するもの

JS II スギその他これに類するもの

JS III カラマツその他これに類するもの
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（削る） （測定方法）

第11条 この規格における次の表の左欄に掲げる事項の測定方法は、それぞれ同表の右欄に掲げると

おりとする。

事 項 測 定 方 法

節 １ 節の径は、次の方法により測定する。

(1) その存する材面における長さの方向のりょう線に平行な２接線間の距離（そ

の節が１又は２のりょう線によって切られている場合には、そのりょう線と接

線との距離又はその幅）（Ａ）とする。（図１から図３まで）

(2) 節が群状に現れ、その周辺の繊維が乱れているものは、全体を１個の節とみ

なし測定する。（図４）

(3) 節に沿って入り皮が存在している場合又は節と入り皮が離れているが入り皮

部分まで繊維の乱れが明らかに認められる場合には、入り皮の部分までを節と

みなし測定する。

図１ 中央節の径の測定方法 図２ 材縁部の節の径の測定方

法

図３ 幅に係る材面を横断した節の径の測定方法

A

A A

A

A

A
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図４ 群節の径の測定方法

２ 幅に係る材面（広い材面）の節の径は、次の方法により計算する。

(1) 相対面に貫通しているもの

２材面の節の径の平均をその節の径とする。（図５）

節の径＝（Ｂ＋Ｃ）／２

(2) １材面のみのもの

心去り材にあっては相対面まで、心持ち材にあっては樹心（節に近い側の木

口面の樹心とする。）まで、それぞれ節があると推定して節の径を計算する。（図

６及び図７）

節の径＝Ａ／２ （図６） 節の径＝（Ａ／２）×（ｔ／Ｔ） （図７）

図５ 相対面に貫通している幅に係る材面の節の径の測定方法

群節の径

単節の径

B

C
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図６ 心去り材の幅に係る材 図７ 心持ち材の幅に係る材

面の節の径の測定方法 面の節の径の測定方法

３ 厚さに係る材面における節は、次の方法により測定する。

(1) 幅に係る材面の材縁部における節に置き換えるものにあっては、節を木口面

に投影したときの面積（mm２）を厚さ（mm）で除して得た数値を幅の材面におけ

る節の径（mm）とみなし測定する。（図８及び図９）

(2) 相当径比によるものにあっては、節を木口面に投影したときの面積のその木

口面に対する割合により測定する。（図10）

図８ 厚さに係る材面における節の置き換え方法（厚面から厚面）

Ａ
Ａ

Ｔ

ｔ

節は、ここまであるものと推定

D

木口面に投影した節の
面積（Ｓ）

幅に係る材面の材縁部にお
ける節に置き換えたときの
節の径（Ｓ／Ｄ）
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図９ 厚さに係る材面における節の置き換え方法（厚面から幅面）

図10 相当径比による測定方法

４ 不健全な節とは、次の(1)から(5)までに規定するものをいう。

(1) 腐れ節

腐れを伴っている節。ただし、初期の腐れを含む以外は、堅い断面を有する

節を除く。この場合において、初期の腐れとは、変色等によって腐れの状態と

なっているが、周囲の材の堅さと同じ程度のものをいう。

(2) 抜け節

節の一部又は全部が抜け落ちて穴状になった節及び抜けるおそれがある節（圧

力を加えると動くような状態の節をいう。）。ただし、節が抜け落ちて相対面又

は隣接面まで貫通しているものは、その部分は穴として判定する。

(3) 入り皮を伴う節

ア 節に伴う入り皮が節の両面とも節の外周全部を取り囲んでいる節。

イ 入り皮を伴う節に手で力を加えると動くような状態にあり、抜けるおそれ

がある節。

(4) 割れを伴う節

節が相対面に貫通し、節の中の割れが節の両面とも節の全体に及んでおり、

これが節の片面から他の片面にかけて連続した状態で明らかに貫通している節。

D

木口面に投影した節の
面積（Ｓ）

幅に係る材面の材縁部にお
ける節に置き換えたときの
節の径（Ｓ／Ｄ）

木口面に投影した節の面積

流 れ 節
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この場合において、割れが両面とも節の範囲を超えていれば貫通した割れとみ

なし、片面のみ節の範囲を超えていればその材面の割れをその他の割れとみな

す。

(5) (1)から(4)までに規定する節と同程度のものと判断される節。

穴 １ 測定方法及び計算方法については、節に準ずる。

２ 虫穴のうち厚面のピンホールは、穴として判定しない。

丸 身 １ 厚丸身は丸身の厚さの厚さに対する比（ｄ／Ｄ）に、幅丸身は丸身の幅の幅に

対する比（ｗ／Ｗ）による。（図11）

図11 丸身の測定方法

２ 同一材面上で木口面に平行な同一断面に２以上の丸身がある場合は、その合計

とする。

３ 通常のバンドル跡又は長さ５cm程度若しくは深さ３mm程度のりょう線上の欠け

若しくは傷は、丸身とみなさない。

割 れ １ 割れの長さは、材面上の割れの材長方向のりょう線に平行な距離を求め測定す

る。

２ 木口面における割れの深さは、木口面上の割れの厚さ方向のりょう線に平行な

距離（Ｊ）を求め測定する。（図12から図14まで）

W

ｗ

ｄ

D
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図12 木口面における 図13 木口面における割 図14 木口面における

割れの測定方法 れの測定方法（木 割れの測定方法

（心割れ） 口面から幅面） （目回り）

３ 節に伴う割れは、節の中の割れが節の範囲を超えている場合には、節の部分の

長さも含めて割れの長さを測定する。ただし、りょう線上の節でその一部が欠け

落ちているものは、割れとはみなさず、丸身（材長方向の長さが５cm以上のもの）

又は穴（材長方向の長さが５cm未満のもの）とみなす。

４ 木口面における貫通割れは、両材面における割れの長さの平均とし計算する。（図

15）ただし、目回りにより３材面又は４材面の割れがつながっている場合には、

最も長い割れの２つ（同一材面のものを除く。）の割れの長さの平均とし計算する。

（図16）

割れの長さ＝（Ｅ＋Ｆ）／２ 割れの長さ＝（Ａ＋Ｃ）／２

図15 貫通割れの測定方法（木口面） 図16 貫通割れの測定方法（目回

り）

５ 木口面以外の材面における貫通割れの長さは、次の(1)から(3)までにより測定

J J J

E

F

A
B

C

D

E
Ａ＞Ｂ＞Ｃ＞Ｄ＞Ｅ
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する。この場合において、りょう線付近の割れ部分を剥がしとったときに厚丸身

及び幅丸身が１／４以下になると認められるものは貫通割れとみなさない。

(1) 相対する材面及び２材面（りょう線を境に割れが折り返しているもの）に貫

通している割れの場合には、両材面における貫通割れの長さの平均とする。（図

17及び図18）

(2) ３材面（りょう線を境に割れが折り返しているもの）に貫通している割れの

場合には、３材面における貫通割れの長さの合計の１／２とする。（図19）

(3) 上記(1)又は(2)以外の２材面又は３材面に貫通している割れの場合には、そ

れぞれの材面における貫通割れの長さの合計とする。（図20及び図21）

割れの長さ＝（Ｅ＋Ｆ）／２

図17 貫通割れの測定方法（相対２材面）

割れの長さ＝（Ｈ＋Ｉ）／２

図18 貫通割れの測定方法（隣接２材面折り返し）

Ｆ

Ｅ

Ｈ

Ｉ
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割れの長さ＝（Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）／２

図19 貫通割れの測定方法（３材面折り返し）

割れの長さ＝Ｊ＋Ｋ

図20 貫通割れの測定方法（隣接２材面に沿った割れ）

割れの長さ＝Ｌ＋Ｍ＋Ｎ

図21 貫通割れの測定方法（３材面に沿った割れ）

６ その他の割れは、材面における割れの長さ（Ｋ）を測定する。（図22）

Ｅ

Ｇ Ｆ

Ｋ

Ｊ

Ｎ

Ｌ

M
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図22 その他の割れの測定方法

７ 同一材面に２個以上のその他の割れがある場合には、最も大きいものの深さ又

は長さを測定する。

曲 が り Ｈ

曲がりは、材長方向に沿う内曲面の最大矢高の弦の長さに対する百分率 －－－×100

による。（図23） Ｌ

図23 曲がりの測定方法

平均年輪 木口面上の平均年輪幅は、年輪にほぼ垂直方向の同一直線上において、年輪幅の完

幅 全なものの全ての平均とする。（図24）ただし、心持ち材にあっては、樹心から材の

厚さ（Ｄ）の１／４の長さに相当する部分を除いて測定する。（図25）
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図24 平均年輪幅の測定方法 図25 心持ち材の平均年輪幅の測定方法

髄心部（ラ 髄心部は、透明なプラスチックの板等に半径が50mmから100mmまで５mm単位に半円を

ジアタパ 描いた器具等（以下「測定器具」という。）を用いて、木口面上の最も髄に近い年輪

インに限 界の上に測定器具の半径が50mmの曲線の部分を合致させ、測定器具の半径が50mmか

る。） ら100mmまでの曲線の間における年輪界と測定器具の曲線とを対比して測定する。（図

26）

図26 髄心部の測定方法

繊維走向 繊維走向の傾斜は、材長方向の１ｍの長さの間における繊維走向の傾斜の高さの最

の傾斜 大値（Ｍ）を測定する。（図27）
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